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干iJ行のことば

近年の地方自治体経営の変化に伴い、いわゆる NewPublic Management(NPM)の考え

方が重視され、地方自治体の組織にそのような新しい経営方法が導入されつつあります。

公共図書館等においても、 NPM手法の導入が議論され、市氏、地方自治体、企業、 NPO

の連携による「新しい公共経営Jの展開も行われつつあります。

このような状況の中で、株式会社図書館流通センターのご布市により、新しい公共経

営を理解した図書館経営管理者を養成することを毘的として、平成 18 年度に ~l習塾:館

流通センター図書館経営寄附講座』を本研究科に設虚しました。この寄I)H講座は 3年間

の予定でスタートしましたが、本講座の重要性を強く認識された寄附者のご意向により

平成 271:1三度までの 10年間に延長されました。

本寄附講座設置の同時に、公共経営論、公共サービス論を担ちする 2名の寄:附講座教

員と本研究科の教員とが連携して、図書館経営管理者の養成を行うべく、 r1支j書館経営

管理コースj を開設しました。この 4年間で 68名が修 rし、そこで得た知識を実際の

公共図書館経営等に生かしています。

ところで、我が国の図書館経営における公共経営手法の導入は、まだ十分な発展を遂

げているとはいえません。このため実践面での努力、人材養成とともに、公共経営、公

共サービスに関する研究を進め、理論、方法論、実践の諸側面での調査、研究を積み重

ねることが重要です。そこで、本寄附講座は、図書館を含む公共サービスと公共経営に

関する実践的研究を進めることをもう一つの柱としています。

本報告書は、平成 21年 3月刊行の初号に続き、この 2年間、寄附講座教員として調

査、研究に携わってきた<森川世紀准教授(公共経営論担当) ><手塚健郎准教授(公

共サービス論担当)>の研究成果をまとめたものです。図書館経営管理にかかわる多く

の方々にご高覧いただき、教育・研究・実務等の参考にしていただければ幸いです。

本研究科では、引き続き f図書館経営管理コースJと、公共経営、公共サービスに関

する研究の充実と発展に努めて参ります。最後になりましたが、本寄附講座を設置いた

だいた株式会社図書館流通センタ一、および寄附講座の設置・運営にご尽力いただいた

関係者の皆様に深くお礼申し上げます。

平成 23年 3月

筑波大学 図書館情報メディア研究科長

植松貞夫



「地方分権時代の公立図書館経営j をとりまとめるに当たって

平成 21年 4月に筑波大学大学院図書館情報メディア研究科准教授に着任し、

2年間にわたって図書館経営管理コース・公共経営論を担当した。

図書館経営管理立ースは、新しい公共経営を理解し、高い経営管理能力を持

った図書館経営管理担当者の養成を目的として平成 18年度に開設されたもので

あり、その専門科Eのーっとして設けられたものが公共経営論である。

公立図書館が幅広い活動を行っている地方公共団体の組織・行政サービスの

一環である以上、公立国書館の経営に当たっては、地方自治体のあり jjを規定

している地方自治法をはじめとした法制度や、地方公共団体を取り巻く環境の

動向を踏まえる必要があることは言うまでもない。 現在、地方公共団体は、地

方分権や市町村合併の進展、厳しい財政状況、新しい公共経常 (NewPublic 

Management) の宣言Jきなど、激しい環境変化に直面しているところである。今

後、公立図書館の経営管理を担当している職員には、地方行財政に関連する諸

制度への理解に加え、このような地方公共団体が直面している環境変化につい

て、その背景・影響等を十分に理解し、それに適切に対応していくマネジメン

ト能力を身に付けることが欠かせない。

国書館経営管理コースに「公共経営論j が設けられた背景は、概ね以上のよ

うなものであったと理解しているが、 21=1三間にわたる教育・研究活動等について

は、当該理解に基づき、なるべくそれに沿うよう展開してきたつもりである。

今般、 2年間にわたる教育・研究活動等の成果の一部を本冊子にとりまとめる

こととなった。その内容について若干説明することとしたい。

本冊子は、 1. 論文、 2. 事例調査、 3. その他資料から構成される。 1.

論文には、指定管理者関係と広域行政関係のものを収録している。前者は、指

定管理者制度が平成 15年に導入され一定の定着を見た現在、その利用状況がど

のようなものとなっているのか、また、運用に際して直面した課題やそれら課

題への対応がどのようなものとなっているのか、等の問題意識に関連したもの

である。後者は、いわゆる平成の市町村合併が平成 22年度末をもって一区切り



とされたことに伴い、今後どのような形で市町村間の広域連携が進んでいくの

か、等の問題意識に関連したものである。 2. 事例調査についても、 1. 論文

の問題意識を踏まえつつ、指定管理者制度については兵庫県神戸市の事例、市

町村間の広域連携については吾妻郡図書館(群馬県)の事例をそれぞれ収録し

ている。 3. その他資料については、社会貢献の一環として行った講演待の資

料や公共経営論とは別に担当した講義「パブリック・ガノくナンス論Jで用いた

資料の中から、参考となりそうなものを一部抜粋して収録している。

関係各位の皆様にご高覧頂き、今後の業務や研究に多少なりとも参考になれ

ば辛いである O

平成 23年 3月

筑波大学大学院図書館情報メディア研究科

准教授森)11 世紀
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『指定管理者制度とその利用状況等についてJ



指定管理者制度とその利用状況等について

L 指定管理者制度の概要

1.1.指定管理者制度導入の呂的

公の施設の指定管理者制度等を導入するための「地方自治法の一部を改正

する法律J 以下「改正法Jとしづ o)が平成 15年 6月 6f-I ~こ成立し、同年

9月 2Sから施行されることとなった。この指定管理者制度の導入により、

地方公共団体は、民間事業者を含む法人その他の団体であって当該普通地方

公共団体が指定するものに 公の施設の管理を行わせることが口J能となった

ものである O

公の施設は、「住民の福祉を増進する口的をもってその利用に供するため

の施設J(地方自治法第 244条第 I項)であることから、同条第 2B言及び第

3項のとおり、地方公共毘体は、「正当な理由がない限り、住民が公の施設を

利用することを拒んではならなしリとされるとともに、「住民が公の施設を

利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならなしリとされてお

り、そのため、公の施設の管理受託者については、従前は、その受託主体の

公共性に着目し、公共団体、公共的団体、地方公共団体が出資する一定の法

人に限定されてきた。

しかしながら、近年、例えば、スポーツジム等の体育施設、美術館等にお

いて、民間主体においても十分なサーどス提供能力を有している主体が増加

しているところであり、また、多様化した住民ニーズ、に的確に応えるために

は、民間事業者の有するノウハウを活用する方が望ましい。

例えば、文化ホーノレの音響機器等のメンテナンス技術を指定管理者が自ら

有していれば、その分管理経費の縮減が期待でき、また、スポーツ施設にお

いて指定管理者が顧客志向の魅力的なトレーニングプログラムを住民向け

に提供できれば利用者に対するサーピス向上が期待できる等といった具合
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である O

こうしたことから、「公の施設の適正な管理を確保するため、受託主体の

公共性に着目してきた従来の考え方を転換し、管理の受託主体を法律上制限

することとせずに、必要な仕組みを整えた上で、その適正な管理を確保しつ

つ、住民サービスの質の向上にも寄与するよう、制度の改正を行うこととし

たものJ1とされたところである。

なお、法改正を受けて発出された「地方自治法の一部を改正する法律の公

布について(通知)J (平成 15年 7月 17日総行行第 87号。以下「改正法通

知j としづ o)においても、「今般の改正は、多様化する住民ニーズにより効

果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、

住民サービスの向上をIgjるとともに、経費の節減等を図ることを目的とする

ものj とされている O

1.2. 指定管理者制度の概要

地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があ

ると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって

当該地方公共団体が指定するもの(r指定管理者J としづ 0) に当該公の施設

の管理を行わせることができる(地方自治法第 244条の 2第 3項)。この条

例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の

範回その他必要な事項を定めることとされている(同条第 4項)。

1.2.1.指定管理者の指定

指定管理者制度は、「指定j により、当該公の施設の管理権限を当該指定

を受けた者に委任する制度である。すなわち、「地方自治法第 244条の 2第

3項に基づく指定は、行政機関の単独の意思により権利を設定し、義務を命

じ、その他法律上の効果を発生させる行為に該当するため、契約ではなく、

指定管理者市IJBtの全て 制度詳解と実務の手引{改訂版]J17-----18頁参照、。
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行政処分の一種J2とされる。従って、契約ではない「指定j については、地

方自治法の契約に関する規定の適用はなく、入札の対象とはならない。

しかしながら、指定管理者による管理は、公の施設の目的を効果的に達成

するためのものでなくてはならないことから、その選定に当たっては、当該

公の施設の適正かつ効率的な管理を行う能力を有する者でなければならな

いことは当然であり、申請の方法や選定基準等の指定の手続きは条例で定め

なければならず、指定自体にも議会の議決が必要で、ある。

また、指定は、期間を定めて行うこととされている(地方自治法第 244条

の 2第 5項)。これは、最小の経費で、最大の効果を挙げているかなど、指定

管理者による管理が適切に行われているかどうかを地点公共同体が見直す

機会を設けることが適切であると考えられたためである。指定の期間につい

ては、法令上特設の定めは置かれていないが、合理的な理由もなく長期間の

指定を行うことは不適切であり、地方公共団体が施設の民的や実状等を勘案

して適切に定めることとなる。

1.2.2.指定管理者の権限

指定管理者は、指定により公の施設の管理権限を委任されるものであり、

条例に定めることにより使用許可についても管理権限の一環として行うこ

とが可能となる。この点につき、清掃や警備等の業務を私法上の契約に従っ

て行う外部委託や、条例を根拠として締結される具体的な委託契約に基づき

管理の委託がなされる改正前の管理委託制度とは異なるものである。

その一方、地方公共団体自身が設置者としての責任で行うべき基本的な利

用条件の設定については、指定管理者に行わせることはできず、管理の基準

として条例で定められるべきとされる。例えば、休館日、開・閉館時間、使

用許可の基準、使用制限の要件などである。

指定管理者は、この条例で定められた条件に沿って具体的な使用許可を行

2 民上 52頁参照。
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うこととなる。このほか、管理を通じて取得した個人に関する情報の取り扱

い等、当該公の施設の適正な管理の観点から必要不可欠である業務運営の基

本的事項を、管理の基準として定めるべきものとされる。

また、使用料の強制徴収， (地方自治法第 231条の 3)、不服申立てに関す

る決定(地方自治法第 244条の 4)、行政財産の目的外使用許可(地方自治

法大 238条の 4第 4項)など、法令により地方公共団体の長のみが行うこと

ができる権限については、指定管理者に行わせることはできない。

1.2.3.利用料金制

普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公

の施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させることが

できる(地方自治法第 244条の 2第 8項)。利用料金は、公益上必要がある

と認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定める

ものとされ、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該地方公共

団体の承認、を受けなければならない(同条第 9項)。

利用料金制は、管理委託制度の下で、 1991年の地方自治法の改正におい

て、公の施設の管理運営に当たって管理受託者の自立的な経営努力を発揮し

やすくし、また、地方公共団体及び管理受託者の会計事務の効率化をも図る

ために創設されたものであり、指定管理者制度においても、同様の制度とさ

れたところで、ある。

これにより、指定管理者が管理を行うための必要な経費は、①全て利用料

金で賄う、②全て設置者たる地方公共団体からの支出金で賄う、③一部を地

方公共団体からの支出金で、残りを利用料金で賄う、の三通りの方法が考え

られる。

1.2.4.指定管理者に対する監督

指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し

事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しな
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ければならない(地方自治法第 244条の 2第 7項)。

また、普通地方公共毘体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施

設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して 当該管理の業務又は経

理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をするこ

とができる(同条第 10項)。指定管理者がこの指示に従わないときその他当

該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その

指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ず

ることができる(向条第 11項)。
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2.指定管理者制度の利用状況

公の施設の指定管理者制度は、平成 15年 9月 2日より改正法が施行され、導

入されたところであるが、総務省において、制度開始後の運用状況について定

期的に調査を行っており、当該調査結果が、「公の施設の指定管理者制度の導入

状況等に関する調査結果J3として取りまとめられている。

直近では、平成 18年 9月 1日待点と平成 21年 4月 1日時点で調査が行われ

ており、この両調査結果を踏まえ、以下のとおり指定管理者制度に係る現状分

析等を行った。

2.1.指定管理者制度導入施設数

指定管理者制度を導入した施設数については、平成 18年 9月 2日時点におけ

る調査(以下 i平成 18年調査j という 0) と平成 21年 4月 1日時点における調

3 公の施設の指定管理!者H1IJJ立の導入状況等に関する調査結果」の概要等を以下に掲げる。

-調査対象は、地方自治法 244条に基づき、地方公共団体が条例により設置及び管理している公の施設(学校・河川・

道路を除く)。

-指定管理者となった団体の種目jの例は以下のとおり。

1株式会社(注:特例有限会社合む。)

2特例民法法人(従来の公益法人)、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人

3公共団体(例:地方公共団体、土地改良区等)

4公共的r"Ij体(例:農業協同組合、社会福祉法人、森林組合、赤十字社等)

51也駄による間体(例:自治会、 1I可内会等)※地jゴ自治法第 260条の 2第 7項に想定する「認可地縁団体j である

か好かは関わない

6特定非常利活動法人 (NPO法人)

71"'6以外の団体(伊J:学技法人、医療法人、共同企業体等)

-公の抱設の内容のf9ljt土、以下のとおり。

iレクリエーション・スポーツ施設

競技場、野球場、体育館、テニスコート、プール、スキー場、ゴ、ルフ場、海水浴場、国民情舎、宿泊休養施設等

2産業援輿施設

十立報提洪誌;没、展示場施設、見本市施設、開放型研究施設

3長盤権設

駐車場、大渓模公陣、水道施設、下水道終末処理場等

4文教;鑑設

保・市民会宣言、文化会結、博物館、美術館、自然の家、海・ IlJの家等

5社会話祉法人撞設

病院、老人福祉センタ一等
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査(以下「平成 21年調査j としづ 0) を比較すると、表 2-1のとおり、全国で

61，565施設から 70，022施設へと 8，457施設、 13.7%の増加となっている。

特に、都道府県が 7，083施設から 6.882施設へと減少(~2.8%) する一方、

指定都市が 5，540施設から 6，327施設(十14.2%)へと、市区町村が 48，942施

設から 56，813施設(十16.1%)へと、それぞれ増加している。

制度開始から約 5年半が経過し、指定都市、市区町村と基礎的自治体にまで

制度が浸透し、次第に幅広く活用されつつあるものと考えられる。
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表 2-1:指定管理者導入施設の数

区分 都道府燥 指定都市 市豆町村 合計

縞査時点 H18. 9. 2 H21. 4.1 増減率 H18. 9. 2 H21. 4.1 増減率 計18.9.2 H21. 4.1 増減率 H18. 9. 2 H21. 4.1 増減率

北海道 206 240 16.5覧 373 406 8.8目 3.921 5.071 29.3覧 4.500 5.717 27.0覧

務森際 64 60 一6.3弘 1.488 1.778 19.5出 1.552 1.838 18.4見

岩手段 97 99 2.1覧 1.177 1.437 22.1% 1.274 1.536 20.6弘

宮城繰 181 92 -49.2弘 309 322 4.2覧 940 1.110 18.1覧 1.430 1.524 6.6覧

秋田線 87 95 9.2覧 894 1.036 15.9覧 981 1. 131 15.3弘

山形際 136 136 0.0詰 729 832 14.1出 865 968 11.9覧

揺重量採 86 128 48.8出 1. 243 1.340 7.8出 1.329 1.468 10.5見

茨城幾 222 226 1. 8% 675 919 36.1弘 897 1.145 27.6弘

栃木議 50 51 2.0見 683 770 12.7% 733 821 12.0覧

群路線 53 50 一5.7覧 709 833 17.5出 762 883 15.9覧

埼玉煤 62 66 6.5覧 228 236 3.5出 1.130 1.345 19.0出 1.420 1. 647 16.0出

千葉燥 62 60 一3.2出 108 121 12.0出 1. 718 1.872 9.0出 1.888 2.053 8.7見

東京都 1.833 1. 813 -1. 1目 2.470 3.541 43.4拡 4.303 5.354 24.4弘

神奈川操 328 330 0.6覧 986 1.105 12.1出 884 992 12.2弘 2.198 2.427 10.4弘

新潟議 33 36 9. 1目 369 1.442 1.409 一2.3目 1. 475 1.814 23.0百

富山議 90 80 -11. 1詰 753 693 -8.0弘 843 773 -8.3覧

石}l1!長 118 125 5.9覧 1.345 1.378 2.5出 1.463 1.503 2.7也

摺弁・際 32 38 18.8% 571 719 25.9% 603 757 25.5覧

山梨際 61 74 21. 3覧 419 509 21. 5出 480 583 21.5弘

長野際 96 29 ー69.8% 1.677 2.096 25.0目 1.773 2.125 19.9目

岐率繰 46 45 一2.2見 1.408 1.603 13.8出 1.454 1.648 13.3覧

静j濁採 38 42 10.5覧 179 409 128.5出 867 936 8.0覧 1.084 1曾 387 28.0覧

愛知段 405 391 -3.5弘 405 416 2.7目 1.803 2.089 15.9も 2.613 2.896 10.8% 

ニ1:燦 88 96 9.1見 795 880 10.7覧 883 976 10.5百

滋翼線 79 57 -27.8覧 726 854 17.6弘 805 911 13.2弘

京都府 31 42 35.5覧 332 341 2.7% 759 629 -17.1覧 1.122 1，012 -9.8弘

大販府 88 82 -6.8弘 334 418 25. 1も 624 857 37.3覧 1.046 1，357 29.7弘

兵長草燥 592 594 0.3も 646 643 一0.5% 1. 978 2，114 6.9弘 3.216 3.351 4.2弘

奈良線 15 16 6.7目 792 801 1.1目 807 817 1.2覧

和歌山線 46 47 2.2弘 371 417 12.4出 417 464 11.3覧

鳥取繰 31 34 9.7覧 635 619 -2.5拡 666 653 一2.0見

J.i線操 115 27 一76.5% 1. 115 1，132 1.5覧 1.230 1，159 一5.8弘

間山際 102 86 -15.7覧 234 1. 594 1.383 -13.2弘 1. 696 1，703 0.4弘

広島県 154 152 -1. 3見 584 584 0.0出 1，685 1，892 12.3% 2.423 2，628 8.5覧

山口線 176 176 0.0弘 693 906 30.7弘 869 1.082 24.5覧

穂島篠 34 40 17.6% 504 660 31.0覧 538 700 30.1覧

香川i媒 82 70 -14.6覧 273 421 54.2覧 355 491 38.3覧
愛媛媒 26 30 15.4% 449 593 32.1% 475 623 31.2覧

高知燥 35 34 -2.9% 627 702 12.0% 662 736 11.2也

謡岡燥 271 260 -4.1% 1.056 723 一31.5弘 1，120 953 -14.9唱 2.447 1.936 一20.9覧

佐w燥 116 111 -4.3覧 265 346 30.6出 381 457 19.9出

長崎際 126 129 2.4覧 738 825 11.8弘 864 954 10.4弘

熊本燥 83 84 1.2弘 821 893 8.8覧 904 977 8.1見

大分県 138 131 -5.1詰 741 988 33.3覧 879 1. 119 27.3也

宮崎県 63 66 4.8覧 701 702 0.1出 764 768 0.5覧
鹿児島篠 55 55 0.0% 1，184 1，787 50.9目 1.239 1.842 48.7覧

j中総操 151 157 4.0も 806 1. 151 42.8覧 957 1.308 36.7弘

合計 7，083 6，882 -2.8も 5，540 6，327 14.2覧 48， 942 56，813 16. 1覧 61. 565 70.022 13.7出

(単位:施設数)

2.2. 指定管理者制度導入施設の状況

指定管理者制度導入施設において、どのような主体が指定管理者として指定

を受けているかについて見たものが表 2-2である。都道府県、指定都市、市区
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町村の全体で見ると、日株式会社j が 6，762施設から 10，375施設(十53.4%)

へと、 i5特定非営利活動法人J(NPO法人)が 1，043施設から 2，311施設(

121.6%)へと、 r6 1 '""'-' 5以外の団体j 学校法人、医療法人、共同企業体等)

が 3，447施設から 7，803施設(+126.4%)へと、それぞれ増加している O

この結果、平成 21年調査においては、全国の 20，489施設において、いわゆ

る民間企業等が指定管理者として指定を受けていることとなり、指定管理者導

入施設全体 70，022の約 3害IJ (29.3%) を占めるに至っている O 平成 18年調査

においては、 11，252施設において、いわゆる氏間企業等が指定管理者として指

定され、全体に占める割合も 18.3%であったことから、指定管理者へのいわゆ

る民間企業等の参入は順次拡大しつつあるものと考えられる。
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2.3.指定管理者の選定手続別の状況

指定管理者の選定手続きについて、平成 18年調査、平成 21年調査で比較し

たものが表 2-3である。このうち、都道府県、指定都市、市区町村全体の I(/J¥ 

計)公募により候補者を募集jについて見ると、平成 18年調査においては 17，913

であったものが、平成 21年調査においては 27.992と56.3%の増加となってい

るO

改正法通知において、ヰ量定の申請に当たっては、複数の申請者に事業計画書

を提出させること j との方針が示されていたところであるが、実際の運用面に

おいても、公募による選定手続きが拡大しつつあるものと考えられる。
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2.4. 指定管理者の指定期間

指定管理者の指定は、期間を定めて行うこととされているが、表 2-4は、こ

の指定期間がどの程度の期間となっているのかを示したものである。平成 18年

調査、平成 21年調査のいずれにおいても、全体としてほ年j と句年j が高

い割合となっているが、特に図 2-1から明らかなように、平成 18年諦査から平

成 21年調査にかけてほ年j の割合が減少する一方、 15年Jの害IJ合が増加し、

13年j、15年j の割合が入れ替わった形となっている O

再調査の比較より、指定管理者の指定期間が長期化したものと考えられるが、

指定管理者制度自体が地方公共匝体に浸透し、本格的な定着化段階に入ったの

ではなし¥かと考えられる。

表 2-4:指定管理者の指定期間

OH18.9.2 OH21.4.1 

産分 都道詩集 指定都市 事援問持 全体iこ占める警告 産分 種選前震 指定締 市富町村 合計 全体1:占める議官

1寺 ¥i6 tt8 1，923 2.211 3.6% 1年 )。 84 777 931 1.3% 

1年 72 247 2.379 2.698 4.4% 2年 44 135 968 1.147 1.6% 

1年 5.265 1.683 22.191 29.139 47.3% 3年 3.931 871 18.042 22.844 32.6% 

4年 358 2.286 3.037 5.681 9.2% 4年 310 2.684 4，311 7.305 10.4% 

5年 1. 154 1.190 15.469 17問 28.9% 5年 2.457 2.399 28.285 33.141 47.3% 

i年 268 278 0.5% i年 14 300 318 0.5% 

7年 10 88 98 0.2% 7年 89 99 0.1% 

1年 52 55 0.1% 1年 79 95 0.1% 

1年 96 99 0.2% 1年 17 179 197 0.3目

10年以上 43 3.439 3.487 5.7% I 10年以上 47 115 3，783 3，945 5.6% 

合計 7. 083 5.540 48.942 61.565 100% 合計 6.882 6，327 56，813 70.022 100% 

(単位:施設数)
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図 2-1:指定管理者の指定期間 (H18.9.2時点、 H21.4.1時点の比較)
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2.5.利用料金制の採用状況

地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設

の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させることができるとさ

れているが、この利用料金制の採用状況を見たものが表 2-5である。

「利用料金制を採用(一部利用料金制も含む。)J している指定管理者導入施

設数を平成 18年調査と平成 21年調査で比較すると、都道府県が 1，497から

3，210へ、指定都市が 1，276から 1，998へ、市区町村が 26，098から 28，027へと

それぞれ増加しているものの、指定管理者導入施設数全体に占める割合は、平

成 18年誠査時点の 46.9%、平成 21年調査時点の 47.5%と大きな変化は見られ

ないところである O
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表 2幽 5:利用料金制の採用状況

OH18.9.2 

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

手IJ用料金制を採吊(一 1，497 (21.1覧) 1，276 (23.0見) 26，098 (53.3出) 28，871 (46.9%) 
部利用料金制も含む。)

指定管理者導入施設数 7，083 (100.0弘) 5，540 (100.0弘) 48，942 (100.0誌) 61，565 (100.0出)

OH21. 4. 1 

!R分 都道陣県 指定都市 市区町村 合計

手1]爵料金続を採罵(一 3，210 (46.6%) 1，998 (31.6見) 28，027 (49.3見) 33，235 (47.5出)
部利用料金制も含む。)

指定管理者導入施設数 6，882 (100.0見) 6，327 (100.0出) 56，813 (100.0出) 70，022 (100.0覧)

(単位:施設数)

2.6. 指定管理者の指定の取消し等

平成 21年調査では、平成 18年調査からいつくか調査項目が追加されたり、

新たに公表が開始された項目があるが、その一つに、「指定管理者の指定を取り

消した事例とその理由Jがある。この調査結果を掲げたものが表 2剛 6である。
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表公6:指定管理者の指定取消しの状況

産分 都道暗黒 指定都市 市区町村 合計
員用)j器量サービス本

80 11. 9% 
華町民露出詰霊

20. O~ 0.0% 78 12.5% 

指定普理者の軽
30.0% 27 67.5% 223 35.9% 253 37.6% 

堂菌難等
運用上の理由

i指務捌不種¥'f者の業
50.0% 31 77. 5% 312 50.20% 348 51. 8% 

0.0% 0.0% 1. 1~ 1. 0% 

正指事定件管理者の不 日目 10.0% 0.6% 1.2% 

自体自書の理由 部指定解管散理等者の合 20. O~ 20.0% 5.0% 5.0% 145 23.3% 145 23.30% 149 22. 2~ 149 22.2% 

態設の体止目第
10.0% 17.5% 59 9.5% 67 10. O~ 

止等

能設の再繕銃
0.0% O昨 22 3.5% 22 3. 3% 

施設の覧車し
ムロ

30.0% 17.5% 163 26.20% 173 25.7% 
能設の民賠譲護

20.0% 0.0% 81 13.0% 83 12.4% 
|等

施設の管理方針
o O~ 0.0% 0.2% 0.1% 

の車産し

公不募選要定件等不構・ 0.0% 00目 0.2% 0.1% 
手緩きよの理自 0.0% 0.0% o 30% 0.3% 

協の協定詰議結不の誤ため 0.0% O. O~ 0.2% 0.1% 

合許 10 100.0% 10 !∞ 0% 40 100.0% 40 100. O~ 622 100.0% 622 100.00% 672 100.0% 672 100.0% 

(単位:施設数、%)

この項g自体は、平成 18年調査でも調査が行われていたが、向調査において

は結果が公表されていなかったところである。今回、平成 21年調査結果と併せ

て結果が公表されたものであるが、指定管理者の取消し数全体では、平成 18年

調査の泊施設から平成 21年調査の 672施設へと 638件の大幅な増加となって

いる40

この指定が取り消された 672施設のうち、「都道府県J、「指定都市J、「市区町

村jの主体見IJで見ると、「市区!BT村Jが 622施設となっており 全体の 92.60/0と

圧倒的多数を占めている。また、 f運用上の理由j、「団体自身の理由j、「施設の

見直しj、「手続き上の理由jといった指定が取り消された理由面から見ると、「運

用上の理由Jに該当する施設が 348施設、 51.8%と過半数を占めている。さら

に、 f運用上の理由jの中でも、「費用対効果・サービ、ス水準の検証の結果J、「指

定管理者の経営困難等J、f指定管理者の業務不履行j、「指定管理者の不正事件j

4 指定管理賓の鋸定耳元治し以外にも、指定管理者の業務の拝止件数 8件、指定期間満了による指定管理者制度

の買主ひ止め件数;1，420詐{うち擁設の晃直しを理由とするもの 1，050件)といった調査結果が報告されている。
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という区分のうち、「指定管理者の経営困難等Jを理由に挙げるものが 37.6%と

多数を占めている。

こうした調査結果は、市区町村レベノレの指定管理者導入施設において、指定

管理者倶IJが何らかの事情で経営臨難な状態に陥り、指定管理業務を継続する意

思・能力を喪失する等した結果、指定の取消しに至るケースが数多く発生した

ことを示唆しているものと考えられる(r市区町村Jが「指定管理者の経営困難

等j を理由に指定管理者の取消しを行った事例が 672施設のうち、 223施設、

35.9010を占めている0)。
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②一文一
諮問一

『指定管理者制度における r指定期間Jの運用

の在り方について ~東京都目黒区鰍間山県

倉敷市の事例紹介を中心に~~



指定管理者制度における「指定期間Jの運用の在り方について

~東京都目黒区・岡山県倉敷市の事・f~IJ紹介を中心に~

1. はじめに

平成 15年 9月 2日に施行された地方自治法の一部を改正する法律(平成 15

年法律第 81号)により、地方自治法(以下「自治法j としづ 0)第 244条に規

定される公の施設の管理については、いわゆる指定管理者制度が導入されてい

るところである O

すなわち、地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため

必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、「法人その他の団体で

あって当該地方公共団体が指定するもの」に当該公の施設の管理を行わせるこ

とができるとされたものであるが、当該制度がいわゆる指定管理者制度であり、

この括弧書きの部分を指して指定管理者と呼称している。

この指定管理者制度は、制度導入以来、公立図書館においても、各地応公共

団体の判断に基づき利用されてきたところである。平成 20年度の社会教育調査

によると、指定管理者制度の導入状況は、全公立図書館(同種施設含む)3，140 

施設のうち、 203施設、 6.5%となっている。平成 17年度の向調査においては、

全 2，955施設のうち、 54施設、l.8%という導入状況であったことから、雨時点

を比較してみても、全国の地方公共団体において、公立図書館における指定管

理者制度の導入が一定程度広がってきたところと考えられる。

指定管理者制度は、主に住民サービスの向上と経費の節減の 2つを目的とし

て導入されたものであるが、その一方で、同制度導入から 7年余が経過し、具

体の制度運用が積み重ねられる中で 指定管理者の選定プロセスからモニタリ

ングの在り方に至るまで¥様々な課題が指摘されてきたところである。

こうした課題の一つに、指定管理者の指定期間の在り方が挙げられる O 指定

管理者の指定期間の状況(平成 21年 4月 1S時点)を示したものが表 1である

が、これによると、指定管理者の指定期間として最も多いものは 5年となって

いる o
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表1指定管理者の指定期間
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or公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果」より作成。

汐 J
~Y$<"r 。、

ここで指檎される課題としては、このような短期間では、事業者等が長期的

な観点から従業員等の教育・育成を行うのは困難ではないか、また、施設利用

者との問で良好な関係を構築し安定的かっ良質なサービス提供を行うことが国

難ではなし 1か等々の問題提起である 20

改めてこの「指定期間jが設けられた制度趣旨そのものに立ち返ってみると、

この「指定期間j とは、最少のコストで最大の効果を挙げているかどうかなど、

地方公共団体が指定管理者による管理が適切に行われているかどうかを定期的

にチェックし、所要の見直しを行う機会を確保することを目的として、自治法

第 244条の 2第 5項に定められているものである。こうした趣旨を踏まえると、

合理的な理由無く誌に長期間の指定を行うことは不適切と考えられるが、指定
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の期間について法令上の制約が存在するわけではなく、何らかの事情により仮

に十年を超えるような相当長期の指定期間となったとしても 3、そのことをもっ

て直ちに法令違反になるわけではない。

各地方公共団体においては、全ての公の施設の指定期間を一律に同じ期間で

定めてしまうのではなく、上述の制度趣旨を踏まえつつ、個々の公の施設毎の

百的や実情等を勘案して、適切と考えられる指定期間を定めるのがむしろ望ま

しい制度運用の在り方と考えられる。

地方公共団体における実際の運用の状況に百を転じてみても、これまでの運

用実績の積み重ねの中から、指定期間が短期間であることに起因すると考えら

れる課題等に対応するため、一定の改善方策が講じられつつある。そこで以下

では、このような地方公共団体の取組事例として、東京都目黒区、 i司山県倉敷

市の 2自治体の事例を取り上げ、その概要を述べることとしたしけ O

2‘東京都目黒区の事例

東京都目黒区においては、指定管理者制度導入に当たって同制度を効果的に

活用するため、その対応についての基本的な考え方として「指定管理者制度活

用の基本方針J(以下「基本方針Jとしづ 0) を平成 17年 1月に策定し、以後適

宜見直しを行いつつぺこれに沿って制度運用を行ってきたところである。

こうした基本方針を見直しつつ運用改善を図る中で、制度導入当初 3年程度

であった指定期間については、「区民サービスの安定及び向上を図るとともに、

指定管理者の運営のノウハウを活用し一定の成果を得」るため、原則 5年とし

た上で、さらに、「ただし、特に利用者との信頼関係の構築に時間を要する施設

で、長期的に安定したサービスの提供が求められる施設については、 10年まで

の範囲で適切な期間を設定することも可Jとされた 60

また、指定管理者の選定に当たっては、原知公募のところ、「公募の特例Jと

して、「既に指定管理者制度を導入し、指定期間の満了を迎える施設の中には、

同ーの指定管理者を引き続き選定することにより、より高い効果が期待でき事

業の継続性や安定性が発揮され、利用サービスが向上する場合もあ」るとの判
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断の下、「そうした場合に限り特例として公募を行わず、継続して選定すること

も可J とされた。ただし、継続の場合には、「指定期間満了を迎える前の適切な

時期にj、学識経験者等第三者等による一定の評価組織を設置の上、「①指定期

間中の運営評価結果の状況(利用者満足度の状況を含む)J 、「②施設の事業内容

(人的サーピス中心、事業企画中心など)の特性から求められる要素(安定性、

継続性、計画性など)の重要度J、「③次期指定期間中の事業計画、収支予算言十

両の評価結果j、「④その他、施設の実情に応じ判断する上で必要な事項J とい

った 4つの「事項について総括的な評価を行い、その結果に基づき決定」し、「継

続して選定する場合はその理由を明らかにし、透明性の確保を図j るとされた

ものである。

平成 22年 4月時点において指定管理者の対象施設数は 117となっているが、

同年 9月時点において社会福祉施設の 16施設が指定期間 10年とされている。

また、公募の特例として継続して指定を受けることとなった施設は 17施設とな

っている O こうした見直しを通じ、指定管理者が優秀な人材確保と育成期間を

確保しながら、長期的に安定したサービ、ス提供を行ってし¥く環境整備を実現し

ている O

3. 岡山県倉敷市の事例

向山県倉敷市においては、指定管理者制度を安定的、効果的に運用するため、

「倉敷市指定管理者制度推進方針J (以下「推進方針」という o)を策定してい

るにこの推進方針の第 3版において、指定管理者の指定期間等について、「一

定の条件を満たす場合には、指定期間を通算 3期かっ合計 10年以内の範囲で更

新(非公募による再指定)することができる「更新制j による公募も可能j と

されたものである 8

「更新宿JJとは、「当初公募により選定した指定管理者が一定の条件を満たし

た場合に、当該指定期間満了後、引き続き非公募により当該指定管理者を再指

定(指定期間の更新)すること j であり、円期の指定期間は 3年程度入「更新

は、通算 3期かつ合計 10年以内j という制度設計となっている。また、指定管
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理者の公募時に予め「更新制の公募であることを明示jするものとされている。

「更新制j採用の理由としては、「施設の安定した管理運営やサービス水準向

上を目的とした投資(従業者に対する研修や設備の改修・更新など)を誘導す

るためには、指定期間はより長くすることが有効であるj との考えから、「当初

に示した全ての条件を満たす場合には、公募によることなく、更新(再指定)

することを可能としたj ものとされている O

なお、更新は自動的に行われるわけではなく、更新の成立条件として、 r(ア)

当該施設に対する市の政策(施設の位置づけ)に変更がないこと j、r(イ)建替

えや大規模修繕など、市の施設運営方針に大きな変更がないことム r(ウ)当該

指定管理者の管理運営の状況(モニタリングの結果)が優良であることム r(エ)

次期の協定条件について、市と指定管理者の双方が合意できること j、r(オ)そ

の他募集要項で示した更新のための条件を満たしていること J、r(カ)改めて市

議会の議決が得られること j の全てを満たす場合に限られている。

平成 22年 4月時点において 126施設に指定管理者制度が導入されているが、

このうちの 3施設と、新たに指定管理者制度導入が予定されている 2施設のう

ちの 1施設の計 4施設について、更新制の導入に向けた手続きが本稿執筆持点

において進行中である 90

4. 終わりに

以上の 2、3で見た事例は地方公共団体における一部の取組事例にすぎず、こ

の他の地方公共団体においても、同様の問題意識から異なる取組を行っている

ことも想定される O この先、公立図書館に指定管理者制度がどこまで広がって

し¥くかについては引き続き注視する必要があるが、既に指定管理者制度を公立

図書館に導入した、乃至はこれから導入しようと考えている地方公共団体にと

って、こうした制度運用上の工夫を講じることで、指定期間の在り方から生じ

得る可能性がある問題を回避できる余地があるという事実は、一定の参考にな

るのではなし¥かと考えられる。

さらに、こうした具体的取組事例とは別に、例えば、指定管理者による管理
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状況をチェックする機会をより厳密に確保しつつ指定管理者の継続性にも配慮、

するとの観点から、指定期間自体は比較的短期で設定し、指定期間終了後の再

選定過程において、従前の指定管理者の管理状況等の良し悪しを一定の加点・

減点要素として考慮すること等により、高いパフォーマンスを達成した事業者

等を引き続き指定管理者として選定し易くするといったようなアイデアも考え

られよう。

指定管理者制度は、地方分権時代における地方自治制度の弾力化の方向性に

沿い、法令による規律密度をできるだけ低くすることにより、地方公共団体の

創意工夫が働きやすくなるような制度設計となっている O こうした制度の特徴

を生かし、制度導入当初から、様々な課題に直面しつつも、各々の地方公共団

体において試行錯誤が繰り返され、団体独自の運用面での創意工夫が積み重ね

られてきたのが実態と言えるのではないだろうか。全国の地方公共団体が指定

管理者制度に係る運用面で、引き続き知恵と工夫を創造し、吏により良い運用

が積み重ねられていくことを期待したい。
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注

1. 指定管理者導入施設数 70，022施設のうち、指定期間 5年となっているもの

が 33，141施設で、全体の 47.3%を占める O 次いで、、指定期間 3年が 22，844

施設、全体の 32.6%となっている O

2. 平成 20年の第 169回通常国会における「社会教育法等の一部を改正する法

律案j の審議においては、衆・文部科学委員会、参・文教科学委員会それぞ

れにおいて、「国民の生涯にわたる学習活動を支援し、学習需要の増加に応

えていくため、公民館、図書館及び博物館等の社会教育施設における人材確

保及びその在り方について、指定管理者制度の導入による弊害についても十

分配慮し、検討すること o (以下|略)Jとの付帯決議もなされている。

3. r公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果jによると、指

定期間が 10年以上である施設も 3，946施設あり、全体の 6.6%に相当する。

4. 東京都目黒区、岡山県倉敷市それぞれの事例は、 HPや文献で公開されてい

る情報等を基にしつつ、各自治体担当者に電話で聞き取り調査を行い、適宜

補足して記述したものである。従って、ここでの記述全てが、各自治体の公

式見解ではないことを予めお断りしておく O

6. 基本方針は、平成 17年 1月の策定後、平成 19年 10月、平成 20年 5月に

それぞれ改定されている。

6. 括弧書き部分については、基本方針より抜粋している。以下、 12.東京都目

黒区の事例J中の括弧書き部分についても同様である。

7. 推進方針は、平成 18年 5月の策定後、平成 19年 10月、平成 21年 11月に
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それぞれ改定されている。なお、推進方針策定以前には、「倉敷市指定管理

者制度適用方針j が平成 17年 2月に策定されている。

8. 括弧書き部分については、推進方針より抜粋している。以下、 r3. 岡山県倉

敷市の事例j 中の括弧書き部分についても同様である。

9. 東京都目黒区、向山県倉敷市のいずれにおいても、平成 22年 4月時点にお

いて公立図書館(に指定管理者制度は導入されていなし¥。
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究会編著

3. 社会教育誠査一平成 20年度結果の概要J、文部科学省 HP

4. r公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果J (平成 21年

10月 23日公表)、総務省 HP

5. r指定管理者制度活用の基本方針j、東京都目黒区 HP

6. r平成 19年度目黒区包括外部監査報告書j、東京都目黒区 HP

7. r平成 21年度地方行政改革事例集(平成 21年 12月末現在)J、総務省 HP
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③一文一
一込純一

『公立密警館来設置市部T村への図番館サービス

の拡大について ~定住自立閤構想の取組の

視点から^'~

※本稿は筑波大学図書館構報メディア研究科紀要 f図書館情報メディア研究j

8巻 2号 (20 1 1年)に収録された研究ノートである。



公立図書館未設置市町村への図書館サービスの拡大について

~定住自立圏構想、の取組の視点から~

1.はじめに

平成の合併推進も 10年余が経過し、市町村晶合併が相当程度進捗したこと等か

ら、平成 22年 3月末をもって全国的な市町沖ナ合併に-医切りをつけることとさ

れたところである l。この結果、市町村合併に関する全国的な動きは一応の収束

を見たところであり、今後は、合併市町村においては合併効果をより一層発揮

しつつ、地域住民に対する行政サーどスを効果的・効率的に提供していくこと

が期待される。その一方、人口 1 万人未満の d-J~IHT~寸が全 dilHT~寸数 1 ， 727 のうち

457 (26.5%) を i主めるなどなお小規模IBT~.寸が‘定数ι在しており、今後の人仁l

減少や少子高齢化、厳しい財政状況等の市町村を取り巻く環境を考慮するなら

ば、なお一層の市町村の行財政基盤の強化が求められるところである。

ここで公立図書館2に自を転じると、平成の合併の進行に伴い市町村数が大き

く減少したことにより、特に町村における公立図書館設置率がと昇することと

なった。市部了村合併により図書舘未設置状態が解消された地域において図書館

サービスが適切に提供されているかどうかについては別途検証が必要であるが、

より大きな当面の課題としては、なお残る公立図書館未設置市町村-に居住する

地域住民に対し、どのような形で図書館サービスへのアクセシピリティを確保

するのか、ということであるように思われる O 先にも述べたような市町村を取

り巻く厳しい環境を踏まえると、公立図書館未設置の小規模回了村が今後単独で、

図書館を設置し、維持管理していくことには相当の困難を伴うことが予想され

るO しかしながら、公立図書館未設置市町村に居住する地域住民に対しても図

書館サービスが何らかの形で提供されることが望ましいのは言うまでもない。
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そこで本稿では、以上のような問題意識に立ち、平成の合併後なお残る公立

図書館未設置市町村に対し、図書館サービスをどのような形で提供していくこ

とが可能なのかという点を主要論点として設定し、検討を行うこととしたい。

その傑の検討の視点として、定住自立圏構想に着目することとしたい。定住

自立密構想、は、平成の合併後の新しい広域行政手法として、平成 20年に打ち出

されたものである。詳締は 3で述べるが、この定住自立圏構想に係る取組にお

いて、従来の枠組みにとらわれない新たな広域施策が展開されつつあり、図書

館サーどスについても、市町村の境界を越えた一定の圏域内地域住民に対する

行政サービスとして提供される動きが出現しつつある。こうした現状を分析し、

当該結果を定住自立圏構想における今後の取組に活かすことができれば、上述

の課題に対する解の一」つとなりうるのではなし¥かと考えられる。

2. 平成の合併と市町村立図書館の設置状況

2.1 平成の合併の状況

いわゆる平成の合併は、平成 11年以来、基礎自治体である市町村の行財政基

盤を強化するため、全国的に推進されてきたものである。この取組により、平

成 11年 3月 31Iヨ現在で 3，232団体あった市町村は、平成 22年 3月 31日には

1，727 [JJ体となり、実に 1，505団体の減、率にして 46.6%の減となった。

この 10年余りの取組は、平成 11年から平成 17年までの市町判マコ合併の特例

に関する法律(以下「合併18法j としづ o)に基づく取組、更に、平成 17年か

ら平成 22年 3月末までの市町村の合併の特例等に関する法律(以下「合併新法J

という。)に基づく取組の概ね 2つの時期に分けられるが、前者が合併特例債や

普通地方交付税の合併算定替等の手厚い財政支援措置による一方、また、後者

が国、都道府県の積極的な関与によりそれぞれ進められてきたという点で、合

併推進に係るモメンタムをやや異にしている。
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しかしながら、この平成の合併と同時期に、国庫補助負担金改革、税源移譲、

地方交付税改革の 3つの改革を同時に進めるといういわゆる三位イ本の改革等

により厳しい財政状況に直面した市町村ーは、手厚い財政支援措撞を受けること

が可能な合併!日法下での合併を選択し、その財政支援措置の期限である平成 17

年度までに大半の合併が行われることとなったものである 30

この平成の市町村合併の状況を、都道府県別に市町村数の内訳まで含めて示

したものが表 1である O
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表 1 都道府県知jの市町村合併実績

都道府県名
H11.3.31の H22.3.31の

減少率
市町村数

内訳
市町村数

内訳

市 自T 村 市 防T 村

1北海道 212 34 154 24 179 35 129 15 15.6% 

2脅森県 67 8 34 25 40 10 22 8 40.3% 

3岩手県 59 13 30 16 34 13 16 5 42.4% 
4宮城県 71 10 59 2 35 13 21 50.7% 

5秋田県 69 9 50 10 25 13 9 3 63.8%: 

6山形県 44 13 27 4 35 13 19 3 20.5% 

7福島猿 90 10 52 28 59 13 31 15 34.4% 
8茨城県 85 20 48 17 44 32 10 2 48.2% 

9栃木県 49 12 35 2 27 14 13 O 44.9% 

10 群馬県 70 11 33 26 35 12 15 8 50.0% 

11 埼玉県 92 43 38 11 64 40 23 30.4% 
12 千葉県 80 31 44 5 54 36 17 32.5% 

13 東京都 40 27 5 8 39 26 5 8 2.5% 

14 神奈川県 37 19 17 33 19 13 10.8% 

15 新潟県 112 20 57 35 30 20 6 4 73.2% 

16 富山線 35 9 18 8 15 10 4 57.1% 

17 石川県 41 8 27 6 19 10 9 G 53.7% 

18 福井県 35 7 22 6 17 9 8 O 51.4% 
19 山梨繰 64 7 37 20 27 13 8 6 57.8% 

20 長野良 120 17 36 67 77 19 23 35 35.8弘

21 岐阜際 99 14 55 30 42 21 19 2 57.6% 

22 静陪議 74 21 49 4 35 23 12 O 52.7% 

23 愛知県 88 31 47 10 57 37 18 2 35.2% 

24 三霊祭 69 13 47 9 29 14 15 O 58.0% 

25 滋賀県 50 7 42 19 13 6 O 62.0% 

26 京都府 44 12 31 26 15 10 40.9% 

27 大阪府 44 33 10 43 33 9 2.3% 

28 兵庫熊 91 21 70 O 41 29 12 O 54.9% 

29 奈良県 47 10 20 17 39 12 15 12 17.0% 

30 和歌山県 50 7 36 7 30 9 20 40.0% 

31 鳥取県 39 4 31 4 19 4 14 51.3% 

32 島 根県 59 8 41 10 21 8 12 64.4% 
33 郡 山県 78 10 56 12 27 15 10 2 65.4% 
34 広島県 86 13 67 6 23 14 9 O 73.3% 

35 山口集 56 14 37 5 19 13 6 O 66.1 % 

36 徳島県 50 4 38 8 24 8 15 52.0% 

37 香川県 43 5 38 O 17 8 9 O 60.5% 

38 愛媛県 70 12 44 14 20 11 9 O 71.4% 
39 高知県 53 9 25 19 34 11 17 6 35.8弘
40 格闘蒸 97 24 65 8 60 28 30 2 38.1% 

41 佐 潔操 49 7 37 5 20 10 10 O 59.2% 

42 長崎県 79 8 70 21 13 8 O 73.4% 
43 熊本県 94 11 62 21 45 14 23 8 52.nら

44 大分長 58 11 36 11 18 14 3 69.0% 
! 45 宮崎県 44 9 28 7 26 9 14 3 40.9% 

146 鹿児島嬢 96 14 73 9 43 19 20 ヰ 55.2% 

I 47 j中議議 53 10 16 27 41 11 11 19 22.6% 

3.232 670 1.994 568 1.727 786 757 184 46.6% 

-38-



表 lより市町村合併が大きく進んだ地域とそうでない地域を見てみると、 19"'Jえ

ば、市町村の減少率が 70%を越えている都道府県は長崎県 (73.4%)、広島県

(73.3%)、新潟県 (73.2%)、愛媛県 (71.4%)の4県である-一方、減少率が 20%

を下匝る都道府県は大阪府 (2.3%)、東京都 (2.5%)、神奈川県 (10.8%)、北海

道 (15.6%)、奈良県 (17.0%) の 5都道府県となっている。

また、平成の合併期間で市町村数の内訳がどのように変化したのかを見てみ

ると、市が 670から 786と17.3%増加しているのに対し、国了は 1，994から 757

と62.0%の減少、村も 568から 184と67.6%の減少となっている O

総じて言えば、市町村合併の進捗には都道府県毎にばらつきが見られるとと

もに、今回の合併推進により、市町村のうち、特に!Jjrと村の数が大きく減少し

たものと言えよう O

2.2 市町村立図書館の設置状況

表 2は、平成の合併期間でみた各都道府県別の市町村立図書館の設置率であ

る40
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表2都道府県別の市町村立図書館設置状況

都道府県名
Hl1.4.1現在 H21.4.1現在

市 町村 I&li警館設E喜市 飽客室官設E室町村 m設鐙率 町村設E塁率 m 町村 図番館設置市 図E喜舘設置町村 市設鐙E事 町村設置率

虫費盗森造県
34 178 33 67 97.1弘 37.6弘 35 145 34 66 97.1覧 45.5覧

8 59 17 87.5見 28.8弘 10 30 8 14 80.0弘 46.7出

岩手祭 13 46 13 24 100.0弘 52.2弘 13 22 13 14 100.0出 63.6弘

宮城県 10 61 10 10 100.0出 16.4弘 13 23 13 81 100.0出 34.8覧

秋出県 9 60 9 21 100.0弘 35.0弘 13 12 13 51 100.0弘 41.7弘

山形県 13 31 12 10 92.3弘 32.3出 13 22 13 81 100.0弘 36.4弘

揺島県 10 80 10 18 100.0弘 22.5弘 13 46 13 15 100.0弘 32.6弘

茨城祭 20 65 17 19 85.0弘 29.2弘 32 12 31 6 96.9弘 50.0出

栃木県 12 37 11 25 91.7弘 67.6弘 14 16 13 11 92.9弘 68.8弘

群馬県 11 59 11 24 100.0弘 40.7弘 12 26 12 10 100.0弘 38.5弘

埼玉県 43 49 43 31 100.0弘 63.3弘 40 30 40 25 100.0出 83.3弘

千葉県 31 49 30 8 96.8覧 16.3弘 36 20 34 6 94.4覧 30.0弘

時
27 13 27 81 100.0弘 61.5弘 26 13 26 81 100.0弘 61.5弘

19 18 19 81 100.0覧 44.4弘 19 14 19 10 100.0目 71.4弘

20 92 15 22 75.0弘 23.9弘 20 11 20 41 100.0出 36.4弘

|議山県 9 26 9 26 100.0弘 100.0弘 10 5 10 51 100.0覧 100.0弘

石JlI燥 8 33 8 30 100.0弘 90.9弘 10 9 10 91 100.0出 100.0弘

i福井県 28 7 21 100.0弘 75.0出 8 9 81 100.0出 100.0弘

山梨県 57 7 23 100.0弘 40.4弘 13 15 13 71 100.0弘 46.7弘

長野県 17 103 17 36 100.0弘 35.0弘 19 61 19 34 100.0弘 55.7弘

岐阜操 14 85 14 27 100.0覧 31.8弘 21 21 21 13 100.0出 61.9弘

!静間際 21 53 21 28 100.0弘 52.8弘 23 14 23 12 100.0% 85.7弘

愛知祭 31 57 31 24 100.0覧 42.1見 35 26 34 16 97.1覧 61.5弘

三重県 13 56 12 20 92.3弘 35.7弘 14 15 14 71 100.0出 46.7弘

滋翼県 43 24 100.0弘 55.8出 13 13 13 10 100.0弘 76.9出

京都前 12 32 12 11 100.0弘 34.4見 15 11 15 51 100.0出 45.5弘

表兵監庫庇諜
33 11 32 4 97.0出 36.4出 33 10 32 4 97.0出 40.0弘

22 66 22 21 100.0弘 31.8出 29 12 28 9 96.6弘 75.0弘

奈良県 10 37 10 12 100.0弘 32.4弘 12 27 12 12 100.0弘 44.4弘

和歌山県 7 43 7 12 100.0弘 27.9弘 9 21 9 91 100.0弘 42.9弘

鳥取祭 4 35 4 10 100.0覧 28.6覧 4 15 4 14 100.0覧 93.3弘

島根県 8 51 8 17 100.0弘 33.3弘 8 13 8 81 100.0弘 61.5弘

盟広坐島県祭
10 68 10 22 100.0弘 32.4弘 15 12 15 91 100.0出 75.0弘

13 73 13 21 100.0弘 28.8覧 14 9 14 81 100.0弘 88.9弘|

山口県 14 42 14 25 100.0覧 59.5% 13 13 51 100.0出 71.4出

議島県 4 46 4 22 100.0覧 47.8覧 8 16 8 11 100.0出 68.8弘

査愛旦媛塁操
5 38 5 14 100.0弘 36.8覧 8 9 8 41 100.0弘 44.4覧

12 58 12 12 100.0覧 20.7覧 11 9 11 51 100.0弘 55.6弘
高知県 9 44 9 15 100.0弘 34.1覧 11 23 11 10 100.0弘 43.5覧

揺間諜 24 73 22 25 91.7見 34.2覧 28 38 26 23 92.9出 60.5出
最翼築 42 91 100.0覧 21.4覧 10 10 10 61 100.0覧 60.0覧

長III奇県 8 71 7 16 87.5覧 22.5覧 13 10 13 61 100.0弘 60.0弘

熊本県 11 83 9 25 81.8覧 30.1覧 14 33 14 13 100.0弘 39.4覧

大分祭 11 47 11 91 100.0覧 19.1覧 14 4 14 21 100.0弘 50.0弘

宮埼県 2 35 9 61 100.0覧 17.1覧 g 19 g 91 100.0覧 47.4覧
鹿児島県 14 82 13 29 92.9覧 35.4覧 18 27 17 14 94.4弘 51.9覧

沖縄集 10 43 10 91 100.0覧 20.9覧 11 30 11 11 100.0覧 36.7出

671 2.558 650 917 96.9覧 35.8覧 783 994 770 528 98.3覧 53.1覧

※f8;Jドの圏義宣言綬針と名簿1999J，r81与の竪撃皇室緩計と名簿2009J(いずれも日本~薯露協会議)より作或。
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平成 111:j三 4月 1日時点と平成 21年 4月 1日時点を比較した場合、市立図書館

設置率は 96.9%から 98.3%と微増である一方、町村立図書館設置率は 35.8%か

ら53.1%へと上昇している。

市町村合併の進展により、市町村の公立図書館設置率は上昇しており、地域

住民の公立図書館へのアクセシビリティは、一定程度向上しているものと期待

される 50

しかしながら、その一方で、表 2より明らかなように、 13の市、 467のl町村

においては公立図書館が未設置となっており、これら市町村内に居住する地域

住民に対し図書館サービスをどのように提供していくのかという課題はなお残

ることとなる O

こうした課題に対する一つのアブローチとしては、公立凶許館の新規設置が

考えられる。しかしながら、市町村を取り巻く厳しい財政状況等を踏まえると、

新たに公立図書館を設置・運営していくことには相当の困難を伴うことも想定

される。そこで考えられる別のアプローチが、既に公立図書館を設置している

市町村から未設置市町村に対し図書館サービスを白らの市町村界を越えて提供

してもらうという手法である。

このようなアプローチを具現化しうる一つのスキームが定住自立圏構想であ

る6。定住自立圏構想、とは、「人口減少・少子高齢化社会において、すべての市

町村がフルセットの生活機能を整備することは困難になったという認識のもと、

中心市と屑辺市町村が圏域を形成し、中心市が圏域全体の暮らしに必要な都市

機能を集約的に整備し、周辺地域と連携・交流することにより、定住自立圏を

構築しようとするものJ(宇賀克也著、地方自治法概説第 3版 p.60) である。

以下では、まず定住自立圏構想の概要を述べた上で、当該構想に基づく取組

がどのような形で上記の課題に対応しうることとなるのか各市町村の具体的な

事例に触れつつ、一定の分類・評価を行し¥ながら、見ていくこととしたい。
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3. 定住自立圏構想について

3.1 定住自立圏構想検討の経緯

定住自立圏構想、の検討-のスタートは、福田内閣に遡る。すなわち、平成 19年

末に、当時の福田内閣総理大臣から増田総務大臣に対して検討の指示があり、

これを受けa 、「定住自立圏構想研究会Jが総務省内に設置されることとなった。

同研究会は、平成 20年 1月 21日に第 1回会議を開催し、以後 8回にわたる議

論を経て、|青年 5月訪日に「定住自立圏構想研究会報告書-住みたいまちで暮

らせるとl本を-J をとりまとめた。

その後、同年 5月 23Iヨに開催された経済財政諮問会議での議論を経て、同年

6月 27Iヨに閣議決定された「経済財政改革の基本方針 2008J において、「中心

市と周辺市町村が協定により役割分担する「定住吉立圏構想」の実現に向け、

地方都市と周辺地域を含む圏域ごとの生活に必要な機能を確保し人口の流出を

食い止める方策を、各府省連携して講じるJとした上で、「定住自立圏構想をプ

ラットフォームとして 今年度から地方公共団体と意見交換しながら具体的な

圏域形成を進めるとともに、各府省連携して支援措置等を講じる。Jとされ、政

府全体で定住自立圏構想を実現するとの方針が決定されることとなった。

この方針決定を具体化するため、同年 7月413には「地域力創造本部~定住

自立関構想の推進のために~J が、また、同年 11 月には「定住自立圏の推進に

隠する懇談会Jが総務省内に設置され、各府省の担当者も交えつつ、連携して

間構想を展開してし 1く基盤が整備されることとなった。

そして、何年 12月 26日に、「定住自立圏構想推進要綱J(総行定第 39号。以

下「推進要綱j としづ。)が定められたことにより、定住自立圏構想、は制度実施

を迎えることとなったものである。

3.2 定住自立欝講想の制度の概要
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定住自立圏構想、の具体的制度は、推進要綱に定められている O 以下では、当

該要綱に基づき、その制度の概要を定住自立歯形成の流れに沿って、述べるこ

ととしたい。

第一に、定住吉立国形成の手続きは、一定の要件を満たす都市を中心市と位

置づけ、当該中心市が中心市宣言を行うことによって開始される。この宣言は、

周辺にある市田了村と地域全体における人口定住のために連携しようとする中心

市が、圏域として必要な生活機能の確保に関して中心的な役割を担う意思を有

することを表明する行為である。

この中心市宣言を行うに当たって、中心市は、周辺にある市町村を含めた地

域全体のマネジメント等において、中心的な役割jを拘うとともに、 73該市町村

の住民に対して積極的に各種サービスを提供していく意思等、一定の事項を

載した中心市宣言蓄を作成し、公表することとされている。これにより、その

地域の中心的な存在と巨される中心市が当該地域全体のことに関心を持ち、中

心市の住民に限らず圏域内の他市町村の住民にも積極的に各種サービスを提供

していく意思が明示されることとなる。

中心市の要件としては、①人口が 5万人程度以上であること(少なくとも 4

万人を越えていること0)、②昼間人口を夜間人口で除して得た数値(以下「昼

夜間人口比率Jとしづ 0) が 1以上であること、③当該市が所在する地域につい

て、三大都市圏(国土利用計画(全国計画) (平成 20年 7月4日閣議決定)に

基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、

大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう)の区域外であるか、三大都市

宮の区域内に所在していても政令指定都市や特別区に通勤・通学している者の

割合が通勤・通学者総数の 10%未満であること、の 3つを全て満たすことが必

要とされている。

ただし、これには、 [A] 2つの市による中心市の特例、 [B]広域的な市町村

の合併を経た市に関する特例の 2つの特例が用意されている。
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[A]においては、上記②、③の要件をそれぞれ満たす隣接する 2つの市の人

口の合計が 4万人を越えるときは、当該 2つの市を合わせて 1つの中心市とみ

なすことができるものとしている(複眼型)。

また、 [B]においては、平成 11年 4月 1S以降に行われた市町村の合併を経

た合併市について、」二記要件①を満たしていれば、仮に合併市の昼夜間人口比

率が 1を越えていない場合であっても、合併前に合併関係市のうち人口が最大

のものの昼夜間人口比率が 1以上であれば、人口に関する中心市要件を満たす

ものとされている O 更に、このような中心市のうち、広域的な市町村合併を経

たものとして一定の要件 7を満たす市については、合併前の合併関係市のうち人

口が最大のものの区域を中心地域、その他の合併市町村の区域を周辺地域とし、

各々を中心市、周辺にある市町村とそれぞれみなして中心市宣言書の作成等を

行うことができることとされている(合併 1市圏域型)。

次に、中心市宣言を行った中心市とその周辺にある市町村とが、一対ーで定

住自立閤形成協定を議会の議決を経た上で締結する O この定住自立圏形成協定

は、中心子11とその周辺にある市岡了村が連携して人口定住のために必要な生活機

能を確保するという観点から、市町村の名称や目的、基本方針、連携する具体

的事項等が記載される。特に連携する具体的事項については、「集約とネットワ

ークJの考え方を基本として、「生活機能の強化j、「結びつきやネットワークの

強化J、「圏域マネジメント能力の強化j の 3つの視点毎に、推進要綱に定めら

れた政策分野のうち少なくとも一以上について、連携する具体的事項を規定す

るものとされている O 中心市と周辺市町村の一対ーの関係で締結される倍々の

定住自立関協定が一つ一つ積み重なることによって、一定の醤域を対象とする

定住自立国が顕在化することなる。ここで、協定を締結できるとされている周

辺市町村は、中心市と近接し、経済、社会、文化又は住民生活等において密接

な関係を有する市町村であって、中心市に対する通勤・通学割合が 10%以上で

あること等の要素も考慮して、関係市町村において、これに該当するかどうか

を自主的に判断するものとされている。
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なお、定住告立圏形成協定は、中心市と、中心市が属する都道府県と異なる

都道府県に属する周辺市町村との間で締結することができるとされている(県

境型)。また、異なる分野における役割分担を行うため、周辺市町村が 2以上の

中心市と定住自立密形成協定を締結することも可能とされている(圏域重複型)。

更に合併 1市圏域型の場合には、中心市 1市のみで¥定住自立歯形成協定に代

えて、中心地域を中心市、周辺地域を淘辺市町村とみなして、議会の議決を経

た上で、定住自立圏形成方針を策定することができるとされている。

最後に、中心市において定住自立醤共生ビジョンが策定される。定住自立閤

共生ビジョンとは、中心市を含む定住自立圏を対象として、定住自立図及び市

匝了村の名称、定住自立霞の将来像、定住自立圏形成協定に基づき推進する具体ゐ

的取組、ビジョンの期間等を記載した一種の事業計間である。特に、定住白立

圏形成協定に基づき推進する具体的取組については、具体的内符や実施スケジ

ューノレ等に加えて、関連する市町村ーの名称、根拠とする各定住自立閤形成協定

等の規定を明確に記載するとともに、予算措置を伴うものにあっては総事業費

や各年度の事業費等の見込みも含めて記載するものとされ、相当程度の具体性

が要求されるものとなっている。

定住自立国共生ビジョンの策定に当たっては、民間や地域の関係者を構成員

として中心市が開催する協議・懇談の場(I圏域共生ビジョン懇談会Jという 0)

におけーる検討を経るとともに、各周辺市町村と関連する部分について個別に協

議を行うものとされている。

3.3 定住自立圏構想、の全面的取組状況

定住自立圏構想、に係る全国的な取組状況は、平成 22年 5月 31自時点におい

て、中心市宣言済みの市が 53市となっており、定住自立障の圏域数は 31圏域

となっている。また、中心市宣言済みの 53市のうち、定住自立圏共生ビジョン

策定済みの市が 24市、定住自立歯形成協定締結又は定住自立歯形成方針策定ま

で終えた市が 9市、中心市宣言のみ実施済みの市が 20市となっている。
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3.4 定住自立圏構想に係る取組下での図書館関連施策の状況

ここで、定住自立圏共生ビジョン策定済みの中心市 24市に着目し、定住自立

|麹共生ビジョンにおいて図書館関連施策が取り上げられているか、また取り上

げられている場合には、どのような施策の内容になっているのか等について取

りまとめたものが表 3である O
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島
県
・

0)
、
(1
日
)
入
来
町
(
鹿
克

島
県

0)
、
(
旧
)
東
錦
町
(
鹿
児
島
県
・

0)
、
(18
)
祁

答
院
町
(
鹿
兜
島
県

0)
、
(1
8
)
里
村
(
鹿
児
島
県
・

0)
、
(18
)
上
甑
村
(
鹿
見
島
県

0)
、
下
甑
村
(
鹿
児

島県
・

0)
、
鹿
島
村
(
鹿
児
島
県
・

0)

横
瀬
町
(
埼
玉
県

1)
、
皆
野
町
(
埼
玉
県

0)
、長
瀞

町
(
埼
玉
県
心
)
、
小
鹿
野
町
(
埼
玉
県
1
)

境
港
市
(
鳥
取
県

-1
)
、
安
来
市
(
島
根
県
・

1)
、東
出

雲
町
(
島
根
県

1)
 

土
庄
町
(
香
川
県
・

1)、
IJ¥
豆
島
町
(
香
川
県

-1
)、
三

木
町
(
香
川
県
・

1)
、
直
島
町
(
香
川
県
・

0)
、
綾
川
町

(香
川県
・

1)
 

岩
美
町
(
鳥
取
県
・

1)
、
若
桜
町
(
鳥
取
県
・

1)
、智
頭

町
(
鳥
取
東
1
)
、
八
頭
町
(
鳥
取
県
.
1
)

県
境
型

東
鐘
密
議
定
tt
e
立
塵
共
生
ピ
ジ
ョ
ン

平
成

22
年
3~

23
日
。
臨
書
館
相
互
利
舟
推
進
事
業
(
全
市
町
)

通
常
型

長
開
地
域
定
住
自
立
圏
共
生
ビ
ジ
ョ
ン

平
成
22
年
3丹

缶
詰

0
図
書
館
の
相
互
利
用
事
業
(
全
市
昨
)

0
臨
域
内
の
多
様
な
図
書
館
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
事
業
(
全
市
町
)

通
常
裂

潟
東
定
住
吉
立
圏
共
生
ピ
ジ
ョ
ン

平
成
22
年
3月

25
日

0
挺
点
図
書
館
整
備
検
討
事
業
(
彦
根
市
)

合
併

1市
圏
薩
摩
川
内
市
定
住
自
立
関
共
生
ピ
ジ
ョ

域型
ン

平
成
22
年
3月

25
日

通
常
型

iち
ち
ぶ
定
住
自
立
関
共
生
ビ
ジ
ョ
ン

平
成
22
年
3月

26
日

複
眼
型

!
中
海
圏
域
定
住
自
立
簡
共
生
ピ
ジ
ョ
ン

平
成
22
年
3月
初
日

0
圏
域
内
の
図
書
館
利
用
者
登
録
拡
充
事
業
(
全
市
町
)

J
瀬
戸
・
高
松
広
域
定
住
自
立
関
共
生
ピ

通
常
型

平
成
22
年
3月

30
日
0
移
動
臨
書
館
の
開
設
(
高
松
市
、
直
島
町
)

{ン
ヨン

通
常
型

鳥
取
・
悶
幡
定
住
自
立
関
共
生
ビ
ジ
ョ
ン

平
成
22
年
3月

31
日

一



ト
h v.:コ

垂
水
市
(
鹿
児
島
県
・
1
)
、
志
布
志
市
(
鹿
児
島
県
・

6)
、

17
 

鹿
屋
市
(
鹿
児
島
県
・
1
)

大
崎
町
(
鹿
児
島
県
・
1
)
、
東
串
良
町
(
鹿
毘
島
県
・

0)
、
圏
域
重
援
型

大
限
定
住
自
立
関
共
生
ピ
ジ
ョ
ン

平
成

22
年
3
月
31

日
錦
江
町
(
鹿
児
島
県
・

0)
、
南
大
隅
町
(
鹿
児
島
県
・

2)
、

肝
付
町
(
鹿
児
島
県
・

0)

18
 

日
向
市
(
宮
崎
県
・
1
)

門
川
町
(
宮
時
県
・

1
)
、
美
郷
町
(
宮
崎
県
・

2)
、
諸
塚
村

通
常
型

日
向
欝
域
定
住
自
立
関
共
生
ピ
ジ
ョ
ン

平
成

22
年
4
月
6
日

(
宮
崎
県
・

0)
、
椎
葉
村
(
宮
崎
県
・

0)

大
)11
市
(
福
間
県
・

1
)
、
小
郡
市
(
福
岡
県
・
1
)
、
う
き
は

0
超
高
速
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
の
活
用
に
よ
る
臨
撃
舘
の
広
域
利
用
(
ブ

19
 

久
留
米
市
(
福
間
県
・

6)
市
(
福
岡
県
・
1
)
、
大
刀
洗
町
(
福
岡
県
・
1
)
、
大
木
町

通
常
型

久
留
米
I
t
.
域
定
住
自
立
菌
共
生
ビ
ジ
ョ
ン

平
成

22
年
4
月
21
日

ロ
ー
ド
バ
ン
ド
の
基
盤
整
備
に
つ
い
て
久
留
米
市
、
大
刀
洗
町
、
大
木

(
福
岡
県
・

0)
町
)

20
 

伊
万
里
市
(
佐
賀
県
・
1
)

有
田
町
(
佐
賀
県
・

0)
通
常
型

伊
万
里
・
有
田
地
区
定
住
自
立
盤
共
生
ピ

平
成

22
年
4
Fl
23

B
 0
図
撃
館
の
鴎
域
内
へ
の
開
放
(
両
市
町
)

ンヨ
ン

21
 

美
濃
加
茂
市
(
髄
阜
県
・

2)
坂
祝
町
(
岐
阜
県
・

0)
通
常
型

み
の
か
も
定
住
自
立
霞
共
生
ゼ
ジ
ョ
ン

平
成

22
年
5
Fl
10
日
0
国
審
シ
ス
テ
ム
広
域
利
用
環
境
の
構
築
事
業
(
両
市
町
)

日
向
市
(
宮
崎
県
・

1
)
、
門
川
町
(
宮
時
県
・

1
)
、
諸
環
村

22
 

延
関
市
(
宮
崎
県
・

2)
(
宮
崎
県
・

0)
、
椎
葉
村
(
宮
埼
県
・

0)
、
美
錦
町
(
宮
崎

圏
域
重
複
型

宮
鱗
祭
北
定
住
自
立
欝
共
生
ビ
ジ
ョ
ン

平
成

22
年
5
Fl
10

自
県
-2
)
、
高
千
穂
町
(
宮
崎
県
・
1
)
、
日
之
影
町
(
宮
崎

県・
0)

、
五
ヶ
瀬
町
(
宮
崎
県
・

0)

一
色
町
(
愛
知
県
・

1
)
、
吉
良
町
(
愛
知
県
・

1)
、
暢
豆
町

0
函
番
館
ラ
イ
ブ
ラ
リ
…
シ
ス
テ
ム
統
合
事
業
(
全
市
町
)

23
 

西
尾
市
(
愛
知
県
・

1
)
 

(
愛
知
県
・

1
)

 
通
常
型

西
尾
蟻
豆
定
住
患
立
醸
共
生
ピ
ジ
ョ
ン

平
成

22
1:手
5
月
31
日
0
関
撃
舘
と
学
校
図
番
館
と
の
サ
ー
ピ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
事
業
(
全

市
町
)

(
各
中
心
市
の
定
住
自
立
圏
構
想
関
連

H
P
よ
り
作
成
。
)

※
合
併

1市
圏
域
型
に
つ
い
て
は
中
心
市
名
と
と
も
に

f中
心
地
域

Jと
な
る

18
市
名
を
都
道
府
県
名
の
後
に
記
し
た
。
ま
た
、
合
併

1市
霞
域
~
に
謀
る
「
犠
成
市
町
村
」
に
つ
い
て
は
、
農
辺
地
域
と
し
て
田
町
村
名
を
記
し
た
。

※
「
市
町
村
立
国
書
館
数

j
は
、
平
成

21
年
4
月
1
日
現
在
。
た
だ
し
、
合
併

1
市
関
域
型
に
つ
い
て
は
、
合
併
期
日
の
前
の
直
近
4
月
1
日
時
点
に
お
け
る

18
市
駒
村
単
位
で
の
市
前
村
立
霞
警
麓
数
。



この表 3から まず、図書館関連施策の有無により、大きく二つの類型に分

けることができる 80

第一の類型は、図書館関連施策が定住自立圏共生ビジョンに計上されている

タイプである。表 3の通し番号と中心市名を挙げれば、 2.南相馬市(福島県)、

6・中津市(大分県)、 9・備前市(岡山県)、 10・長岡市(新潟県)、 11・彦根

市(滋賀県)、 14・米子市(鳥取県)、松江市(島根県)、 15・高松市(香川県)、

19・久留米市(福河県)、 20・伊万里市(佐賀県)、 21・美濃加茂市(岐阜県)、

23・西尾市(愛知県)の 12市であり、合併 1市圏域型 4市を徐く中心市 20市

の6害IHこ相当する。

この類型は、更に二つの類型に締分化で、きる O その一つが、公立図書舘未設

の題域内市町村に対して、中心市等が図書館サーピス提供の役割を担うとい

う類型(1 - i )である。この類型に属するのは、 2・南棺馬市(福島県)、 9・

備前市(向山県)、 15・高松市(香川県)、 19・久留米市(福岡県)、 20・伊万里

市(佐賀県)、 21・美濃加茂市(岐阜県)の 6市であるが、それぞれ、 2・飯舘

村(福島県)、 9・-'二郡i可(兵庫県)、 15・直島町(香川県)、 19・大木町(福岡

県)、 20・有田町(佐賀県)、 21・坂祝町(岐阜県)としづ図書館未設置町村を

圏域内に内包している。このうち、 15・高松市(香川県)については移動図書

館の開設、 2.南相馬市(福島県)については配本車の設置等にそれぞれ取り

組んでいくことが定住自立図共生ビジョンに明記されているが、こうした取組

が着実に進展することとなれば、図書館未設置町村住民の図書館サービスへの

アクセシピリティは一定程度向上するものと期待される O ここで、その他 4市

については図書館の相互利用や広域利用等の取組が定住自立圏共生ピジョンに

記載されているところ、類型 1- iに属する図書館未設置町村における図書室

の設置状況を見たものが表 3-①である。
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表3-①類型 I- iに属する密警館未設霞町村

番号 市町村名〈都道詩長) 中心市(都道府長) 密警室の設盤状況

2 飯舘村(福島県〉 高桔馬市(福島義) 公民館iこ顕著髪室設置。

9 上郡町(兵庫畏) {蕗前市(岡山県) 公共施設に図饗室設護。

15 直島町(香川集) 高松市(香川県)
ぞ

19 大木町(福間集)， 久留米市(福岡県) 公共施設に図盤整設盤。

20 有田苗I(佐賀県) 伊万里市(佐賀燥) 公共施設に図警客室設題。

21 坂祝町(岐阜県) 美濃加茂市(岐阜操) 公民館に図撃墜設盤。

(各町村HP等より作成。)

同表によると 15・直島町(香川県)以外は既に図書室が公民館等に設置され、

図書館未設置町村ではあっても当該町村内に居住する住民に一定程度のサービ

スを提供しうる体制となっている O しかしながら、定住自立闘共生ピジョンに

相互利用や広域利用等の取組が明確に位置づけられることにより、中心市によ

る制度的なコミットメントの下、より充実した図書館サービスの展開が可能と

なるものと考えられる。

次に、もう一つの細類型は、中心市を含む圏域内の市町村全てにおいて、既

に公立図書館が設置されている類型 (I-ii)である。この類型に属するのは、

6・中津市(大分県)、 10・長同市(新潟県)、 11・彦根市(滋賀県)、 14・米子

市(鳥取県)、松江市(島根県)、 23・西尾市(愛知県)の 6市である。これら

中心市 6市を含む 5圏域においては、既に公立図書館が圏域内の市町村全てに

おいて設置されている一方で、定住自立圏構想の趣旨にかんがみ、圏域内の図

書館ネットワーク構築等を積極的に進めることにより、図書館サービスの集約

とネットワークイヒを一層進めようとしている圏域と考えられる O 特に、 11・彦

根市(滋賀県)などは拠点性確立のため拠点図書館の整備を検討するとしてお

り、圏域内市町村間で図書館サーピスの役割分化が進むことも考えられる。

第二の類型は、図書館関連施策が定住自立密共生ビジョンに計上されていな

いタイプである。表 3では、 1・飯田市(長野県)、 3・八戸市(青森県)、 4・
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都城市(宮崎県)、 13・秩父市(埼玉県)、 16・鳥取市(鳥取県)、 17・鹿屋市(鹿

児島県)、 18・5向市(宮崎県)、 22・延岡市(宮崎県)の 8市であるが、この

第二の類型についても細分化が可能である。

細分化した場合の一つの類型は、中心市を含む圏域内の市町村a全てにおいて、

既に公立図書館が設霞されているタイプ (II一品)である O 上記 8市では、 4 ・

都城市(宮崎県)と 16・鳥取市(鳥取県)の 2市が該当する。この類型につい

ては、既に公立図書館が菌域内の市町村全てに設置されており、各市田了村住民

に対し一定の図書館サービスを提供することが現状においても可能である。し

かしながら、類型 1-討に属する市部了村において図書館サービスの集約とネッ

トワーク化が一層の進展を見ることとなれば、当該市田了村-との比較で言えば、

類型 II--iiにおける図書館サービスは、劣位に置かれる可能性は否定できない

ものと考えられる。

第二の類型のもう一方の永田類型 (II-i) は、圏域内に公立図書館未設置市

町村が存在するにもかかわらず、それら地域に対して中心市等により図書館サ

ーどスの提供が行われないという類型である。 1・飯田$(長野県)、 3・八戸

市(青森県)、 13・秩父市(埼玉県)、 17・鹿屋市(鹿児島県)、 18・日向市(宮

崎県)、 22・延伺市(宮崎県)の 6市がこの類型に該当するが、それぞれ、 1・

阿智村(長野県)、平谷村(長野県)、売木村(長野県)、泰阜村(長野県)、大

鹿村(長野県)、 3・南部町(青森県)、階上町(青森県)、新郷村(青森県)、

13・皆野町(埼玉県)、長瀞町(埼玉県)、 17・東串良町ー(鹿児島県)、錦江町(鹿

児島県)、肝付IllT(鹿児島県)、 18・諸塚村(宮i崎県)、椎葉村(宮崎県)、 22・

諸塚村(宮崎県)、稚葉村(宮崎県)、日之影町(宮崎県)、五ヶ瀬町(宮崎県)

という 17の公立図書館未設置町村に対し、定住自立圏共生どジョンに基づく取

組として、趨域内のイ也市町村から図書館サービスが提供される予定無しという

状況になっている 90

ここで、 1 - iと同様、類型II-iに属する図書館未設置町村の図書室の設

蜜状況を見たものが表 3 ②である。

-52-



表3一②類型豆 -jに露する図蓄鶴来設霊堂町村

番号 市町村名(都道府長〉 中心市(都道府県) 図警室の設霞状況

阿智村(長野県) 飯田市(長野県) 公共施設に密警室設置。

平谷村(長野県) 簸田市〈長野県)

売木村(長野県) 飯田市(長野県〉 公共施設に図饗室設置。

泰阜村(長野県) 飯田市(長野県) 一

大鹿村〈長野察) {蕗前市〈関山県)

3 南部町(警森県) 八戸市(瞥森際) 公民館に図饗室設翠 O

3 階上町(菅森県) 八戸市(驚森県) 公民館にIg]墾皇室設盤。

3 新郷村(青森県) 八戸市(驚森際)

13 皆野町(埼玉県) 秩父市(埼玉燥) 公民館に図撃墜設盤。

13 長瀞町(埼玉県) 秩父市(埼玉操) 公民館に図警護殺霊堂。

17 東串長町(鹿児島県) 鹿屋市(鹿児 公共施設に留撃墜設置o

17 錦江町(鹿児島県) 鹿屋市(鹿児島県) 公共施設に図書室設置。

17 肝付町(鹿児島県) 鹿屋市(鹿児島県) 公共施設に図書室設置。

18 諸塚村(宮崎県) 日向市(宮崎県) 公民館に図書室設輩。

18 椎葉村(宮崎県) B向市(宮崎県) 公共施設に図書室設置。

22※ 日之影町(宮崎県) 延関市(宮崎県) 公共施設に図書室設置。

22※ 五ヶ瀬町(宮崎県) 延隠市(宮崎県) 公共施設に図書室設置。

※諸塚村、椎葉村については18で記載しているため、ここでは省略。

(各町村HP等より作成。)

同表によると 大半の図書館未設置町村において公民館等に図書室が設置され、

当該自了村住民に一定程度のサービスを提供しうる体制を構築しているところで

ある。しかしながら、 1の平谷村(長野県)、泰阜村(長野県)、大鹿村(長野県)、

3・新郷村(青森県) 10については、表 3-①のお・直島町(香川県)のケース

と比較した場合、図書館サービスへのアクセスの容易性等の面で劣位に置かれ

るものと考えられる。また、図書室が設置されているその他 13団体についても、
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類型 I- iとの比較で言えば、中心市を軸とした層域内での一体的ネットワー

ク構築の面での劣位性は否定できないものと考えられる。

既に述べたように、定住自立圏共生どジョンの基になる定住自立歯形成協定

に連携する具体的事項が規定されることとなるが、当該協定に図書館サービス

に係る連携が必ず盛り込まなければならないというわけではない。従って、類

型U-iについても定住自立圏構想、の制度上当然にあり得るものであるが、類

型 I- iに属する公立図書館未設置町村の一方の状況を考慮すると、今後改善

の必要性が無し¥かどうか、一定の検証が必要であるように思われる。

ここで、中心市 20市を類型毎に分類一覧した表 4を参考までに掲げておく O

表4 中心市20市の分類一覧

¥¥  
類型 I 類型E

(殴喜撃館側i盤施策が定住自立豊富共生ビジョンに計上されている) (図書醤館関連施策が定住自立図共生ビジョンに計上されていなし、)

細類型 i

Ir陸選滋内市町村会てに公、な立い~l
2.南相馬市(搭島採)、 9・備前市(部山県)、 1・飯田市(長野県)、 3八戸市(普森県)、

喜書館が殺霊愛されてし
15・言語松市(香川県)、 19久留米市(福岡県)、 13秩父市(埼玉県)、 17・鹿産市(鹿児島県)、

L 20・伊万里市(佐賀県)、 21・美濃加茂市(岐阜県) 18臼向市(宮崎県)、 22・延岡市(宮崎県)

細類型 ii
6中津市(大分県)、 10・長岡市(新潟県)、

「線内市町村会てに公立オ 11彦根市(滋賀県)、 14米子市(鳥取県)、 4.都城市(宮崎県)、 16・鳥取市(鳥取県)
篠宮官が段霊愛されている

松江市(島根県)、 23・茜尾市(愛知県)

4. まとめと今後の課題

本稿の主要論点は、平成の合併後なお残る公立図書館未設置市町村に対し、

関番館サービスをどのような形で提供することが可能なのか、定住自立圏構想

への取組という視点から考察するというものであった。これについては、定住

自立麹構想に取り組む一部の公立図書館未設置町村において、中心市との連携

を進める中で¥新たな公立図書館の設置とは異なる手法で、自らの地域住民に

対して図書-蕗サーどスを提供・充実しようとしている事例が見られた。更には、

公立国書館設置法み市町村にあっても、定住自立圏構想、に取り組む市田了村の一
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部には、同構想、の趣旨にかんがみ、図書館サービスの集約とネットワーク化を

一層進め、圏域内住民に対し、より充実したサービス提供に努めようとしてい

るものも見られたところである O 定住自立圏構想、自体、中心市の人口要件等か

ら全国的・普遍的な拡がりを想定した制度設計とはなっておらず過度な効果を

期待することは国難であるものの、本稿の主要論点に対する一つの解として機

能しうる可能性が現行の取組事例の中からも示されたものであり、今後こうし

た取組がどこまで拡がっていくかが注目される O

今後の課題としては、以下三点を挙げておきたい。

第一は、表 3に掲げられた市町村のうち類塑立に属する市町品村について、今

後の取組に改善の余地がないのかどうかの検証である。類型IIに属する市町利&

については、図書館サービスの確保・充実という視点で見る限り、類型 Iに見

られる取組を一定程度参考にしうる余地があるのではなし¥かと考えられる。定

住自立圏構想、は、推進要綱において、定住8立|頚形成協定の変更自体は議会の

議決で可能とされていることや、当該協定に基づく定住 r~"l[1泰|共生ビジョンの

期間はおおむね 5年間、また、当該ビジョンも毎年度所要の変更を行うことと

されている等の点からも明らかなように、棺当に柔軟な制度設計となっている。

従って、中心市と屑辺市町村の合意が可能であれば、地域の将来像を見据えつ

つ新たな取組に着手することは十分に可能であり、類型 Iに属する先行した市

町村の取組状況を検証しつつ、自らの圏域においても、同様の取組に着手する

ことが可能であるかどうか等、一定の検討が行われることが望ましいのではな

し¥かと考えられる。

第二に、定住自立圏共生ビジョンを今後策定することとなる中心市における

図書館関連施策の取扱である。表 3は既に定住自立圏共生ピジョン策定済みの

中心市 24市(合併 1市圏域型 4市を含む。)を対象としたものであるが、今後、

中心市宣言済みの残りの 29市で、定住自立国共生ビジョンが向様に策定される

こととなる。本稿執筆時点において、残りの 29市における定住自立圏共生ビジ

ョンに、図書館関連施策が盛り込まれることとなるかどうかは不明であるが、

先行した市町村の取組状況も踏まえつつ、どのような取扱とすべきかについて、

予め所要の検討が行われることが望ましいのではなし 1かと考えられる O 場合に

よっては、後年度の見直し等のタイミングで、改めて図書館関連施策に言及し
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ていくことも考えられるが、いずれにせよ、定住自立愚共生ビジョン策定のタ

イミングを捉え 臨域毎に望ましい図書館サービスの在り方に関する一定のコ

ンセンサスを形成しておくことが望ましいのではなし 1かと考えられる O

第三に、定住自立圏構想に係る取組にとどまらず、公立図書館未設置市町村

に居住する住民に対して、今後どのような形で図書館サーどスを提供していく

ことが可能であるのかについてのより幅広い検討である。平成の合併を経てな

お残る小規模な図書館未設置町村が、今後単独で公立図書館を設置・運営して

いくには相当の困難を伴うものと予想される O 一方で、国においては、平成の

合併後を見据えつつ、共同処理方式による周辺市町村間での広域連携や都道府

県による補完など、市町村‘の事務処理に係る多様な選択肢を用意するべく所要

の取組を進めているところである 11。市町村を取り巻く環境やこのような国の

動向等も踏まえるならば、例えば、公立図書館未設置市町村間で一部事務組合

を設置の上、地域住民に対し広域的に図書館サーどスを提供していく等の取

組にも、今後検討の視野が広がってし¥く可能性があるのではなし¥かと考えられ

る。



注

1. 第 174図通常国会において、「市町村の合併の特例等に関する法律の一部を

改正する法律J(平成 22年法律第 10号)が成立し、これにより、合併推進

のための国や都道府県による積極的関与が廃止されることとなった。

2. 図書館法(昭和 25年法律第 118号)第 2条 2項において、「公立図書館j

は「地方公共図体の設置する図書館Jとされているが、本稿では、特に断ら

ない限り市町村立の図書館を指すものとする。

3. 平成 111i三度~平成 21年度までの全合併件数 642件のうち、その 9害IJ超であ

る582件が平成 17年度までに行われている。

4. 平成の合併期間は平成立年 3月 31flから平成 22&1三3月 31Sとされてい

るが、表 2は、平成 11年 4月 1S s寺点と平成 21年 4月 1日時点のデータ

に基づき作成している。これは平成 22年 4月 1日現在の統計データが未だ

存在しないためであるが、合併新法下の平成 21年 4月 1Sから平成 22年 3

月 31 Sまでの間に市町村合併によって減少する市町村数は 50(1，777→ 

1，727) に過ぎないことから、全体的傾向に大きな変化は無いものと考えら

れる。同様に、合併旧法下の平成 11年 3月 31日時点から翌日 4月 1日時点

で減少した市町村数は4 (3，232→3，229) である O

5. これは、公立図書館が地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 244条第 1項

の公の施設であることからも、法的にはそうあるべきものと解される。すな

わち、向項において、公の施設は、住民の福祉を増進する目的をもってその

利用に供するために設置される施設であるとされており、また、同条第 2項

において、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することが拒まれ

ることはないとされている。吏に、同法第 10条第 2項においては、住民が、

その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、そ
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の負担を分担する義務を負うとされていることから、こうした法的関係を踏

まえれば、 市市晶留問〕

べき姿と考えられる O ただし、現状がどのようなものであるかについては、

別途検証が必要である。

6. 従前の広域行政施策である広域市町村圏は、モータリゼーションの進展に伴

う|ヨ常生活闘の拡大と、経済の発展や都市化の進展に伴う住民の行政ニーズ、

の高度化に伴い展開されてきたものであり、定住自立圏構想とはその趣旨・

目的を異にしている。なお、広域市町村醤は、原則としてすべての市町村が

いずれかの広域市町村-圏に属するように各都道府県によって設定された圏

域であったのに対して、定住自立圏は、中心市と周辺市が自らの意思で協定

を結ぶことにより形成される圏域であるとされており、地方分権時代におけ

るけJi町村の自主性が強調されている。

7. この要件は、「広域的な市町村の合併を経た市に関する特例の要件についてj

(平成 21年 4月 1F-I付総行応第 40号)において、以下の 3つのケースが示

されている O

①平成 11年 4月 1日以降に行われた市町村合併の結果、中心市に対する通

勤・通学割合が 10%以上である市町村が存在しなくなったケース。

②合併を経た中心市の人口が 10万人以上であるか、合併関係市町村ー数が 5

以上:で、あるという要件を満たし、かつ、合併前の合併関係市で人口が最

大のものに対する通勤・通学者割合が 10%以上であった市町村のうち、

70%以ョ上(市町村数又は人口のいずれか)が現在の中心市に含まれている

ケースO

③定住自立図形成協定を締結した宣言中心市及びその周辺市町村がその後

に合併を行ったケース。

8.合併 1市圏域型の 4市については、既に合併して一つの地方公共団体となっ

ており、本稿の主要論点との関係、において、その他の圏域構成市町村とは性

質を異;こしていることから、以下の分析では除外している。ちなみに、合併
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1市圏域型の 4市については、 5・下関市(山口県)は合併特に策定された

新市建設計画に図書館の施設整備等を計上、 7・大館市(秋田県)は合併期

日に (1日比内町に市立図書館を設置、 8 ・由手Ij本荘市(秋田県)は同市の

定住自立国共生ビジョンに図書館業務専用車両の確保等による図書館機能

の充実等を計上、 12・薩摩川内市(鹿児島県)は合併期日後の直近4月 1日

待点においてi呂町村地域全てに市立図書館分館を設置済み、としづ状況とな

っており、図書館サービスの充実がなされたか、又は、将将‘来的に行行崎われるγ

定となつている O

9. もちろん、公立図書館新設が計画されている等の可能性はある。

10.青森県では「青森県内図書館共通利用券j制度により、新郷村に居住する住

民であっても、例えば中心市である八戸市の市立図書館を利用することは可

能である。類型立に属する抱の町村においても、類似の取組が行われて

いる可能性はある。

11.第 174回通常国会において、行政機関等の共同設置を可能とすること等を自

的とした「地方自治法の一部を改正する法律案」が提出、審議されたが、国

会開会のため、本稿執筆時点においては衆議院開会中審査となっている。
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宮崎市、滋滋E在、盤箆1l1:. [3潟市、小林市、

白血涜

鹿児島市、復廃車‘出水市、指f富市、
盤盤m~車、務差益布、務さつま布、奄奨市、
I努九鮒市

郷軍高布、浦添市、名護市、f!i"1i彪I主

3大都市関 11 類l遂形祭'<tl(."打数: 中心T有名

25 滋賀際 5 盤強盗、経返Z賞、 E草津市、薬葉市、東近江市

26 京都府 高知山市

27 大i荻府 O 

28 兵i箪県 5 

29 奈良線 1 

30和歌山際 2 

31 .~話取燦 3 

32 島根線 5 

33 岡山操 4 

:主語遂府繰中必?官数: 中心7官名

札線市、函館市、坐生霊筆、

経路7官、務広車、富喜志茂、
千歳市、淀川市、石狩市

督森市、弘前市、仏民車、五fJiJIII京市、十和田市、

三沢市、むつ市

盛凋市、宮古市、大鉛渡市、北上市、一関市、

釜石市、奥州市

仙台市、石巻市、気仙沼市、太聖妻子F
秋包市、能代市、告を手車、大信富市、盗is3官、
宿署lJ本主主F官、大{山市

山形市、米沢市、鶴陪市、酒田市、新庄市、

東根市

福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、

白河布、主喜多方市、二本松市、語立穏綴!U_

f5nL [3立市、土;鴻市、常総布、つく Itr官、
筑iffi市、神沼市

宇都宮市、栃木市、佐野市、小山市、筑間市、

大田原市

前橋市、高崎市、 4伺生市、使霊安聖書?在、太田市、

渋JlI市、盛岡市

整盆重こ
飯山市、

13 I 北海道

7

一4
一7

6 

2 望者森際

3 岩手段

4 宮城燥

5 秋田県

5 山若手際

8 34 広島燦
8 7 福島際

B 

2

一4
一
8

一2

35 山口爆

36 徳島県

37 香川燥

38 愛媛幾

39 ~富知終

8 

7

一2
一2
一O
一O

6 

8 茨城終

10 群馬幾

11 t奇玉繰

12 千菜操

13 東京都

14神奈川蟻

9 栃木製

9 

5

一5
一6
一4
一6

4 

243 

9 

40 福間銀

46 箆児島~

47 中総燦

合計

41 佐重霊祭

42 長崎燦

43 熊本終

44 大分繰

45 宮崎燦

O
一O
一O
一O

O 

O 

O 

新潟市、盛殴貫主、三条市、拍車奇市、新発田市、

十[3i!IT市、村上市、善幸市、糸魚川市、上館市、

佐渡市、南魚沼市

富山市、 E吉岡市、魚津市、議都市、射水市

金沢市、七E喜市、 IJ、総市

権井市、敦賀市、越前市

甲府市

長野市、松本市、上田市、関谷市、緩湿I官、
探訪市、伊那市、中野市、佐久市

岐阜市、大垣市、 E富山市、中途JlI布、議室綴加茂F辞
書争鹿市、浜松市、沼津市、終海市、怒土布、

主幸田市、袋井市、援野市、湖沼市、牧之原子有

料4幸子宮、塁塁沼市、安城市、 ~ß雲市、田原市

津市、四日市布、伊番号市、松阪市、亀山市、

いなベ干官、伊霊童市

12 

5

一3
一3
一1
一9

一5
一
叩
一

6

一7

15 新潟祭

16 蓄山燦

17 石川良

18 福井熊

19 山梨際

20 長野猿

21 妓E葬祭

22 静簡潔

23 愛知燦

24 三盤渓 4 
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。機各γ三 や弁湾奇 ♂ 援護怠 銀色若5グ ノ主知主主治名ノ/

山口線 下関市 平成21年 2 月 16 B 愛知県 西尾市 平成21年 8 Fl 24 臼

新潟際 主義路市 平成21年 3 月 2 B 徳間燦 大牟E8市 平成21年 8 Fl 28 臼

番111燦 声高松市 平成21年 3 月 4 B =:]霊媒 いなべ市 平成21年 9 Fl 1 臼

鳥取繰 倉吉市 平成21年 3 月 9 日 熊本県 山鹿市 平成21年 9 月 1 日

宮崎線 延陽市 平成21年 3 月 17 B 秋田線 大館市 平成21年 9 Fl 1 臼

向山線 i滅的市 平成21年 3 月 18 B 俊宝霊泉 唐津市 平成21年 9 Fl 8 臼

予警務総 八戸市 平成21年 3 月 19 B 北海道 小樽市 平成21年 9 Fl 15 臼

i埼玉機 秩父市 平成21年 3 月 19 B 埼玉然 本庄市 平成21年 9 Fl 18 臼

秋田線 出手IJ本荘市 平成21年 3 月 19 B 高知燥 商知子行 平成21年 9 Fl 30 日

f義重予燦 飯間市 平成21年 3 月 24 B 香Jlf際 観音寺市 平成21年 10 J寺 21 日

t後E事録 量産j濃加茂市 平成21年 3 月 24 B 愛媛除 d回C7hJごisin 平成21年 12 月 7 臼

絡長話線 i務街路市 平成21年 3 月 25 B 北海道 鎧If路市 平成21年 12 月 11 臼

言~l略爆 日向市 平成21年 3 月 27 B 北海道 支磁市 平成21年 12 月 15 臼

縫兇差益iぷ 能強市 平成21年 3 月 27 B 群馬燥 伊努崎市 平成21年 12 Fl 16 B 

橋間際 久留米市 平成21年 3 月 30 臼 北海道 旭川市 平成21年 12 月 28 B 

臣室児島燦 滋態打IJ勾市 平成21年 3 月 30 B 兵j率然 西脇市 平成22年 1 月 29 B 

滋賀線 E計良市 平成21年 4 月 15 尽 宮城繰 石巻市 平成22年 2 月 23 B 

2きi鳩!経 者f¥城市 平成21年 4 Fl 22 日 島根祭 浜田市 平成22年 2 月 26 B 

綴間際 八女市 平成21年 4 月 24 日 北海道 稚内市 平成22年 3 月 2 B 

主義知線
殴藍米万呈子十旦市市

平成21年 4 Fl 27 日

F話取i祭
平成21年 4 Fl 30 臼

島機F義 松江市

去鳥a取f燦ま 中i率f/l 平成21年 4 月 30 臼

鳥取市 平成21年 6 月 5 臼

宮城幾 大崎市 平成22年 3 月 3 B 

島根祭 出雲市 平成22年 3 月 23 B 

秋田線 湯沢市 平成22年 3 月 25 B 

徳島幾 尚南市 平成22年 3 月 25 B 

子玉箆祭 沼市 平成22年 3 月 26 日

L壁翠!!fl: {夕方E童市 平成21年 8 月 19 B 屋書板燥 益田市 平成22年 3 月 26 日

平成22年 3 月 30 日

6 
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O 中心市宣言の状況 60密棒 (58盤域〉

O 定性自立趨の形成状況 4 7箆域(純計 35]母。廷ベ 79 率)※摺辺市町村の重権含む

O 長野県議田市等中心計 34箆体が溺辺市鶴詩 30陪体と定性臣立器部或協定を締結済み

O 秋田県出手lJ本荘市等 1581捧が定注ち立題形成Jj長を策定済み

O 青森集八戸市等 36国等が定量自立慰共生ピジョンを策定清み

来活手段字/;1、接高fj!If ct I{，I iTi (/) /l!I~霧

2 北海遊 露議籍詩す 監?制nS.23)、5当畿繋料紙6A)， 平成年lZJ奇Ia :qi詩文若手 平成キ宮路部認

え主薬事議

4 北海道 認JJl子容 ヰ華料2Pi路a平成段差料ojgll3

ゑ議議室 鱗経常

e 北海遜 稚内市 議段差手3J警2S

ア 北海王監 挙i広市 平成俸は月ヨ

8 
意努マザ蝶i、残雪線諦j、機ぷ嬢ま私書害f鱗号雪

Q 宮室減〆幾 若宮幾?お 室長絵星島市、女禽 平成22造事約機段差事10Jll

112 秋田i際 大慾市 (※合併1市燭域) 平成21年91司1日平成21年12見切関平成22年3湾1:5ぽ

113 秋懐疑ι 湯沢市

14 秋沼幾 横手市 (※合併1市鶴域J 平成22年10月2沼平成22年12月l'ら尽

15' 纏重量撲 P続殺務市 滋告書狩

16 群馬祭 {安、勢崎市 (※合併1市圏域〉 平成21年1宮舟1'6自平成Z2年9月四日 平成22'年招月1日

17 秩父市

1'8 士毒玉採 本庄市 笑笠惨T‘神JiI町、上皇街T 平成21年9Pi18尽 平成2岳年?島2ι臼 率成22年11)き29臼

19 T楽祭 旭市

20 新潟擦 長岡市 IJ、ニF谷市、;i鮒索、出繁脅奇蹟T 平成21年3月2日ι王手z成21年1;2月2113 平成2是正季語お2513

21 表妻子嬢 繁盛布、

22 絞率繰
美濃加茂市 坂祝擁T(H21.1O.2o人111辺紛

{対22，9，30)
平成211手3月24，日平成21年+O)寺26S 平成22年5Piil0'S



24 愛知嬢 ;(1)谷市 平成22年4月1臼

26 議重量携を いえまぺ策 策ε銭前 J 平成21年S凋 r!i3'.:ip，成22益事ヰ月号'I;J 平成r22年草月alS

26 滋策線 E量殺T有 君愛廷町、重量郷町、甲良町、多賀町 4 平成21年4fl15日 平成21年1'0月41'3 平成22王手3月251'3

27 滋賀線 後浜市 平成22年11月29日

街路王将 '1JX成221事1月 29'S' 平波22年H!lsl:6臼

29 鳥取線 議i!市 三朝町、湯製浜町、造事鴻防、 ~t栄町 4 平成21年3月9日 平成，22年3.Fl311'3 

90' 務激務 務桜町、智頭街、 J¥頭町 4 !f!成忍1勾8匁， 5'回 平成22苦手a濃部Si 王存成22苦手3易31'S

31 事伝松子江をお市・ 境宮露港出市議mf潟T(淑島根幾人幾)安来T行、 平成21年4月 30臼平成21年TO.Fl7日 平成22年3.Fl30臼
32 

慈善般市 。平成22&:P2;)寺26.'髭 王手法22年9.F!22尽

34 動機蟻 出塁建策 (※合併1f青磁減J 平成22年3月初日平成22年8月288 平成22年12fl3日

ι!f!成22年3Ji'l'26lE1 

36 l総J.l;J~義 備前市 岩手穂市、上郡町(兵燦燦) 平成21年3月 18'1'3平成21年12月25日 平成22年3月23'1'3

37 l1!J釘宇野 f※合併l'市灘域j ~ 王手続22年8J'3:3司S: 毒事成22年S草寺2:8，S'

38 J.l;J1:l線 下関前 f※合併1市鶴域) 平成21年2汚1'6良平成21年9'1寺29臼 平成22年3.Flll臼 9

グ平成2'2若手9fl2'lifi:!

40 議星量操 阿南市 平成22年3.Fl25日

41 告書j討議 ご接主鹿差益除町、、緩tb主Jl主i耐義鈴、主来町、 5 '!f!Jit21年3;.Fl'4S' 寒波22連事1.Fl14お率成長2苦手3湾3OH

42 愛媛糸 綴鷲券市 平成21年10月21E3 

長傘傍1湾事欝竣? 率Jit21年1;2}寺7、日平成説得S芳25箆'!f!成22年9!鳥15沼

44 
語審知事義 草俵草穣方迭÷を誇旨す 土三佐潔村溝、水市、大月町、，11瀬町、 4 平成21年4月 271'3 平成22年1.Fl19f;l 平成22年8Fl3.1S 

45 

3 王手Jl21主将男 301'3 平成2'2年'lQ.fl6'昌 寺Z成22年11ι.Fl30'日

4フ 緯線襲義 久留米市 大川市洗町、小、都市、うきは予言、
大刀 大木賞T 平成21年3.Fl308 平成22年3月131'3 平成22年4.Fl21日

ま手続21王手4J考2ヰ鐙洋競2.2.年1'2;fll0沼 平 成22王手12:湾15，忌

49 議鶏華経 余語学沼策 みやま灘、事務純子計 平成21年S湾28，臼 平成22王手10月ι宮日

19t王 寺ま或段差別湾f8巴良 平議22，若手4:j:j23'EI 10 
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52 義務主義 五重量子容 写真文訟査事告発3むa

53 議議森繁

54 大分空襲 中津策 5 王手議21韮何月 308 本長達手11J奇28 王手算定達手3Ei128 

2室議警察塁 議

56 建議雪渓 蕊潟市
護送機滋r.議議務、

平成れま手SJ奇幻夜 芸評議21年月間関 平成段差事4J毒普段

審議議室義

58 鹿児島幾 議鐙?ちー 卒、産主支持潟紛 長~21 若手 101扮-78 平成絞業向j等318
野村留?

綴

60 沖縄潔 書室寄島市 く※合併11'ぢ盟議〉 王手議段差事3J奇308 平成22毒事事湾総8

ぱ援徐
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一④一一文一一論一

『市町村開法域連携の事例分析 ~教育行政繊

介護保険行政を中心に~~

※本稿は(財)臼本都市センタ← f基礎自治体の広域連携に関する研究会j委員としての

誤査研究をとりまとめたものであり、同研究会報告書に収録されているものである。



はじめに

第 4章 市町村間広域連携の事例分析

~教育行政 a 介護保険行政を中心に~

委員森川世紀

2010年 3月末をもって、いわゆる平成の市町村合併二は一区切りをつけるとさ

れたところであるが、約 10年にわたる市町村ー合併の推進によって、 1999年 3

月末に 3232あった市町村数は 2010年 3月末には 1727へと減少した。都道府

県ごとにばらつきは見られるものの、市町村合併は祁当程度進捗したものと考

えられる。

こうした状況の中、平成の市町村-合併後を見据えた議論が近年進展してきた

ところであり、その一環として、市町村-問等での広域連携の荘り方に焦点が当

てられることとなった。第 29次地方制度調査会における「今後の基礎自治体及

び監査・議会制度のあり方に関する答申j においても、「市町村合併による行財

政基盤の強化のほか、共同処理方式による舟辺市町村間での広域連携や都道府

県による補完などの多様な選択肢を用意した上で、それぞれの市町村がこれら

の中から最も適した仕組みを自ら選択できるようにすべきであるJとした上で、

「広域連携の積極的な活用を促すための方策J として、現行の一部事務組合を

はじめとした事務の共罰処理の仕組みのより一層の活用を促すため、地方公共

i主体のニーズを踏まえた制度改正が適当である旨言及されているところである 10

その一方、現行制度においても、一部事務組合及び広域連合、協議会、機関

等の共同設置並びに事務の委託など、多様な事務の共同処理のスキームが既に

用意されており、各地方公共団体の実情等を踏まえつつ広域的な連携が展開さ

れ、一定の実績を上げてきたところである。総務省調査によると、 2010年 7月

1 向答申を受け、地方公共団体の機関等の共同設置を現行制度より拡充オること等を盛り込んだ、「地方自治法の一部を

改正する法律案Jが第 174回通常国会に提出されたものの、本稿執筆fl寺点において未成立となっている。
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1日現在における地方公共団体聞の共同処理総件数は 7563件、延べ 2万 483団

体であり、総件数 7563件のうち協議会 216件、機関等の協同設置 395件、事

務の委託 5264件、一部事務組合 1572件、広域連合 115件、地方開発事業団 1

件の内訳となっており、地方公共団体における実際の事務処理に相当数利用さ

れ定者化しているのが実態と言える。

しかしながら、このような統計上の数値で利用実績や傾向はある程度掴める

ものの、 11遅々の地方公共団体においてこれら制度の運用実態がどのようなもの

となっているのか、また、どのような効果が上がっているのか等の分析につい

ては、これまでのところ必ずしも十分になされてきたとは言い難いのではない

かと考えられる。

そこで、本稿では、上述のような問題意識に基づき、市町村レベルにおける

広域連携の実態調査を行った上で、当該運用の実情及びその効果等を検証する

こととしたい。併せて、他の市町村で同様の取組みを検討する場合の留意事項

等について若子の考察を行い、その後、市町村間広域連携推進の観点から今後

検討を行うに当たっての全体的な留意事項について)1填次考察することとしたい。

当該検証に当たっては、市町村が担うこととされている事務のうち、教育と

介護保険に着目することとしたい。その理由としては、教育、介護保険ともに

市岡了村の担う基本的な事務の一つであること、文部科学省、厚生労働省ともに

それぞれの事務処理の広域化を推奨していること、既に広域連携の実績があり

検証し得る対象が存在していること、更には、こうした状況から他の地方公共

団体においても導入し得る余地が期待できると考えられること等による。

具体の実例として、教育では、京都府の相楽東部広域連合を取り上げる O 同

広域連合は、京都府相楽郡笠置町、和束町及び南山城村の 2国了 1村により構成

されるが、全国で初めてすべての事務を処理する教育委員会を広域連合に設置

したことで知られる。また、介護保険では、沖縄県の沖縄県介護保険広域連合

及び佐賀県の佐賀中部広域連合を取り上げる。高広域連合ともに、ほぼすべて

の介護保険業務を処理する一方、沖縄県介護保険広域連合は県下 41市町村中 28
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市町村で構成されるのに対し、佐賀中部広域連合は佐賀市を中心とした周辺 3

市 1町で構成されており、いわば全県的組織と県内特定地域組織として対照を

なしているものである O

? 実態調査の結果

(1 ) 穏楽東部広域連合について

ア 設立に至る経緯

相楽東部広域連合は、厳しい財政事情の下、教育事務など 31町村共通の事務

を一体的に処理する体制を確立することにより行財政基盤の強化と事務の効率

化を図ることを目的とし、 2008年 12月 22Hに、京都府本13楽君1)笠置町、和束町

及び南山城村の 2町 1村により設置されたものである。

元々、京都府相楽郡は 7町村で構成されており、いわゆる平成の合併下では

郡 7町村全体での合併を検討していた。しかしながら、 2002年 12月末に|白木

津町議会において法定合併協議会の設置議案が否決されたことにより郡全体で

の合併協議が整わず、その後、山城町、木津町及び加茂町の 3町のみが合併し

木津川市が誕生することとなった。この経緯からも明らかなように、笠置町、

和束町及び、南山城村の 2町 1村は郡全体での市町村‘合併を指向しつつも合併か

ら取り残された形となり、いわゆる三位一体の改革等により財政運営に厳しさ

を増していく中で、行財政の効率化になお一層取り組むことが要請されること

となったものである。

こうした状況下において、 2005年 6月に笠置町・和束町・南山城村首長会議

が開催され、以後、|司首長会議の下に広域業務連携推進部会を設置し、総務、

税務、土木、教育、介護、電算及び環境の 7つの分野で、の事務共同化に係る検

討が行われることとなった。

この推進部会は首長会議を挟みつつ計 7回開催されたが、ここでの検討を踏

まえ、 2006年 4月に相楽東部広域業務連携協議会設立へと更なる展開を見、教
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育委員会の共同化等に係る広域連合設立に向けた具体の作業へと発展していく

こととなった。その後 2008年 9月に相楽東部広域連合規約が 3町村の議会にお

いて可決、同年 12月には広域連合設置に係る京都府知事の許可へと続き、相楽

東部広域連合の発足に至ったものである。

イ 取組みの内容・効果

中央教育審議会の地方教育行政部会においては、 2005年 1月に、「地方分権

時代における教育委員会の在り方について(部会まとめ)Jを取りまとめている。

この部会まとめにおいて、市町村教育委員会の事務処理の広域化が取り上げら

れており、「小規模市町村において充実した教育行政が行われるためには、複数

の市1]]T1せが協同で事務を広域処理してくことが有効j とした上で、「教育事務の

広域処理は、専門的職員の配置、事務組織の合理化、広域での学校指導や教育

研究凶体育成、施設設備の有効活用、独自の教育事業などが可能となるといっ

た利点があるJ と指摘されている。

そこで、同部会まとめで示された教育事務の広域処理によるメリットを踏ま

え、相楽東部広域連合における状況がどのようなものとなっているか、訪問調

査等を踏まえつつ検証していくこととしたい。

①専門的職員の配置

これまでのところ特段の充実を見ているわけではないが、相楽東部広域連合

の設立に至る経緯や構成町村の財政状況等を踏まえると、今後とも大きな期待

を寄せることは困難な事項ではなし 1かと考えられる。

③事務組織の合理化

教育委員会及び教育委員会事務局の統合により、教育委員会の委員について

は実定数ベースで 14名から 5名へと 9名の減、教育委員会事務局については

13名から 9名へと 4名の減となっており、人件費、事務費等の削減効果を約 5200
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万円 (2009年度)と積算している。 2008年度決算における人件費が笠置町・

約 3.6億円、和束町・約 5.8億円、南山城村・約 3β 億円という水準との比較で

見ても、事務組織の合理化については一定の効果が上がっている。

③広域での学校指導等

学校間交流が活発化し、校長同士による意見・情報の交換や広域での職員研

修会の実施等が実現した結果、'情報の共有、教員同土の相互啓発等につながっ

ている O また、教員人事についても京都府教育委員会と各町村教育委員会が個

別に調整を行う場合に比べ、より広域的見地から教員人事に関与することが可

能となっている。

④施設設備の有効活用

相楽東部広域連合を構成する町村からの教育関連施設の移管については、小

中学校、図書室及びその他一部施設に限定されており、運動場や生涯学習セン

タ一等の施設の多くは従前どおり各町村での管理とされたことから、施設設備

の広域利用等には必ずしもつながっていなし¥。しかしながら、当該 3町村はい

わゆる中山間地域に属しており、地域交通インフラも十分なものとは言い難い

こと等から、これら地域事情については一定の考慮、が必要と考えられる。

⑤独自の教育事業

広域連合が作成することとされている広域計画には特段明示されてはいない

ものの、スポーツ交流会等による児童間の地域交流や社会教育分野における各

種イベントを通じた地域住民の交流など、広域連合独自の教育事業に一部着手

しつつある状況である。

ウ 他の市町村で同様の取組みを検討する場合の留意事項等

市町村教育委員会の所掌する事務は、小・中学校といった学校教育や図書館
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の社会教育など住民の日常生活に密接に関わる分野であるため、住民の日常

生活圏域を基礎とした一定の範囲内で広域連合が設置されることが望ましいの

ではなし 1かと考えられる。特に、市街地等が連たんし、住民の圏域内移動が容

易である場合等には、より適切な通学環境の実現等の効果も期待できるのでは

なし¥かと考えられる。

(2) 沖縄県介護保険広域連合について

ア 設立に歪る経緯

沖縄県介護保険広域連合は、介護保険事業における「給付の適正化J、「保険

料の平準化」及び「財政の安定化j をめざし効率的で質の高い同事業を展開す

るため、 2002年 7月に、沖縄県下 34市i町村(当時)により設置されたもので

ある O

国における介護保険制度検討段階より、沖縄県内市町村においては、介護保

険制度の運営は国が担うべき、それが不可能な場合にあっても、少なくとも都

道府県による広域連合での運営とすべき旨を主張してきたところであるが、最

終的な介護保険制度では、保険者として市町村が位置づけられることとなった。

こうした状況の中、県内全市町村で広域連合を組織・運営することをめざし、

1999年 4月に開催された沖縄県町村会臨時総会において、「介護保険制度の運

営について県内全市町村及び同意する市をもって組織することJとの申し合わ

せが行われ、|司i可村会内に「沖縄県介護保険広域連合設立準備委員会Jを設置、

広域連合設立に向けた準備作業が進められることとなった。

2003年度に始まる介護保険第 2期事業期間からの事業開始をめざし当初 36

町村で準備が進められた結果、途中脱退町村や参画町村内の市町村合併等があ

ったものの、最終的には、 2002年 7月、 34市町村 (1市 11町 22村)からなる

沖縄県介護保険広域連合の設立に至ったものであるに

とワわけ、 2000年度に介護保険制度とともに始まった第 1期事業期間中の事

2 広域連合設立後の町村鋭退や市町村合併等を経て、現在では、 28市町村 (2市、 8町、 18村)となっている。
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業運営において、県内のほとんどの市町村において介護給付費が当初見込みを

大きく上回ったことにより保険料の引き上げが行われるとともに、離島等の一

部地域ではサーどス基盤が不十分なところも顕在化し、広域化による保険財政

の安定化やサービスの平準化を留ることの必要性が強く認識されるに至ったが、

こうした背景が広域連合設立に向けた検討作業を後押ししたものと考えられる O

イ 取組みの内容櫨効果

厚生省(当時)が 1998年 l月に示した「全国介護保険担当課長会議資料J(以

下「課長会議資料j という o)においては、「介護保険に関する広域的な取組に

ついてj との表題の下、 fl.基本的考え方Jとして、!介護保険を円滑に実施して

いくためには、市町村における人的・組織的体制を確立するとともに、安定的

な財政基盤を構築することが必要であり、広域的対応はその存59Jな方策の…つ

であるj とした上で、その広域的対応の類型のーっとして、広域連合が挙げら

れているところである O

この課長会議資料においては、広域連合により事務の共同化を図ることで期

待できる効果として、「保険財政の安定化J、「保険料水準の平準化J、「要介護認

定事務等事務処理の平準化J、「広域的なサービス基盤整備j、「専門的な事業運

営j が挙げられている。

そこで、 1(1) の相楽東部広域連合のケースと同様、厚生省(当時)の示し

た介護保険の共同化により期待できる各効果を踏まえ、沖縄県介護保検広域連

合における状況について、訪問調査等を踏まえつつ検証していくこととしたい。

①保険財政の安定化

2008年度決算ベースで、広域連合の事務的経費に係る一般会計において歳入

約 10.5億円、歳出約 10億円、また、介護保険の給付に係る特別会計において

歳入約 206.1億円、歳出約 201.4億円となっており、沖縄県介護保険広域連合

を構成する 28市町の財政規模等を勘案すると、一定の規模を確保しており、保
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検財政の安定化に寄与しているものと考えられる。

②{呆!攻料水準の平準化

保険給付のサーピス内容や沖縄県介護保険広域連合構成市町村が異なるため

単純な比較はできないものの、同広域連合発足前の介護保険第 1期事業計画期

間中においては、 34市町村すべてで、保険料水準が異なっており、最低保険料が

2019円、最高保険料が 4000円であったところ、同広域連合発足後の第 4期事

業計画期間中における保険料水準は 3490丹、 4556丹、 5243円の 3区分のみと

なっているところであり、保険料水準が一定程度平準化されている。

③要介護認定事務等事務処理の平準化

要介護認定事務については北部、中部、南部と 3つの認定事務所を置き、そ

れぞれ管轄内の事務を広域的に処理することとしているほか、その他事務につ

いても基本的に広域連合事務局が一元的に担うことになるため、市町村ごとに

事務処理を行うのに比し平準化されている。

④広域的なサービス基盤整備

沖縄県介護保険広域連合は申請の受付等市町村が処理することとされている

一部の事務を除き、ほぼすべての介護保険に関する事務を担っているが、同広

域連合自身による施設整備等についてはこれまでのところ実績がないため、当

該事項については検証できない状況である。

⑤専門的な事業運営

沖縄県介護保険広域連合には事務局長以下位名の職員が配属されるとともに、

そのうちの 9名については構成市町村からの派遣ではない、いわゆるプロパー

の事務局職員となっている。なお、構成市町村から派遣された職員についても、

也市町村職員との職務を通じた交流により、広域的な職員研修の場としての機
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能を有するものと考えられる。

上記①~⑤以外についても、介護保険事業運営に係るコスト削減について一

定の効果が上がっている O すなわち、事業運営に必要な事務処理を一括して行

うことにより、個々の市田了村で業務運営を行うのに比べ、人件費、事務経費等

のコスト削減が可能となるものであり、広域連合移行前の 2002年度決算ベース

で約 8.3億円の運営経費を要したところ、移行後の翌年度については約 5.9億円

と約 2.4億円の削減効果が上がっている(職員数削減については常勤職員で約

14.5人分、介護認定調査員を徐く臨時職員数で約 22.2人分と試算している。)。

(3) 佐賀中部広域連合について

ア 設立に至る経緯

佐賀中部広域連合は、 2000年 4月の介護保険制度導入を迎えるに肖たり介護

保険事業運営を共同で取り組むとの方針の下、佐賀市、多久市、佐賀郡 6町、

小城郡 4町、神埼郡 6町村の 18市町村(当時)により、 1999年 2月に設立さ

れたものである O

平成の合併を経た現在、当時の 18市町村は佐賀市、多久市、小城市、神埼市

及び吉野ヶ里町の 5市町に再編されているが、介護保険導入時における事務処

理体制確立の必要性から、佐賀県による提案を契機としつつ圏域の中核的存在

である佐賀市のリーダーシップの下、周辺市町村が参加する形で、 1998年 5月

に佐賀地域介護保険広域化推進協議会が設立され、広域連合設立に向けての検

討が進められることとなった30

当初は介護保険事業運営を自的として設立されたところ、 2003年 4月より消

防に関する事務も併せて処理することとされた これは消防事務を担っていた

佐賀地区広域市町村留組合を佐賀中部広域連合と統合したことによるものであ

るが、この佐賀地区広域市町村圏組合の区域は佐賀中部広域連合のそれとほぼ

3 当該 5市町の圏域は現在の佐賀県の第 2次保健産療臨域と一致している。
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一致しており、また、同組合自体、 1969年度以来の国の広域市町村圏施策の取

組みの延長線上に設けられたものであることから、佐賀中部広域連合について

は、従来の広域行政の実績を基礎とし、その上に発展的に形成されたとの理解

が可能ではなし 1かと考えられる。

イ 取組みの内容偉効果

佐賀中部広域連合における状況についても、 1(2) イで見た沖縄県介護保険

広域連合のケースと同様に検証してみることとしたい。

①保険財政の安定化

2010年度の予算規模は、介護保険運営の事務的経費に係る一般会計において

約 10.7億円、また、介護保険の給付に係る特別会計において約 233.3億円とな

っているが、当該事業運営において佐賀市の占める比重が圧倒的に大きいこと

から、特に広域連合を構成するその他 3市 1町にとって保険財政の安定化効果

が大きいものと考えられる。

②保険料水準の平準化

佐賀中部広域連合においては、介護保険制度導入時より広域連合による事業

運営がなされており、介護保険第 1期事業計画期間中より保険料の区域内にお

ける一本化が実現している。

③要介護認定事務等事務処理の平準化

要介護認定事務については広域連合事務局に認定審査課を置き、区域内の事

務を広域的に処理することとしているほか、その他事務についても基本的に広

域連合事務局が一元的に担うことになるため、市町村ごとに事務処理を行うの

に比し、平準化されている。
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④広域的なサービス基盤整備

沖縄県介護保険広域連合と同様、ほぼすべての介護保険に関する事務を担っ

ているが、施設整備等についてはこれまでのところ実績がないため、当該事項

については検証できない状況である。

⑤専門的な事業運営

佐賀中部広域連合には事務局長以下 40名の職員が配属されており、すべて構

成市町からの派遣職員となっているが、41名のうち 9名が保健制となっており、

一定数の専門職種の確保が可能となっている。

ウ 他の市町村で同様の取絡みを検討する場合の留意事項等

ここでは、沖縄県介護保険広域連合と佐賀中部広域連合のi可ケースを踏まえ

て考察する。第 1に、介護サービスの提供を各市町不fゃれ:会福祉法人に委ねつ

つ保険運営業務に特化した両ケースと同様の手法を想定した場合、広域連合を

構成する市町村の数が多ければ多いほど、保険財政の安定化や事業運営に係る

コスト削減につきスケーノレメリットが得られるものと考えられる O この際、佐

賀市のような中核的な都市が広域連合の構成市町村に含まれる場合には、当該

都市の比重が相対的に大きくなるが、こうした都市にとっては、単独で介護保

険を運営した場合と比較して広域化による効果があまり期待できないのではな

し¥かとの指摘もあり得るところ、一定数の職員派遣等を他の構成市町村に期待

できる部分もあり、広域連携によるメリットを少なからず享受し得る点に留意

が必要と考えられる。

次に、介護保険広域連合構成市町村が多ければ多いほどスケーノレメリットが

期待できる一方、各市町村の高齢化率や介護サーピスの水準が著しく異なる場

合等には、保険料やサービス水準の平準化が函難となる可能性も想定される O

沖縄県介護保険広域連合の事例においても、多数の縦島町村 (28市町村中 10

町村)を抱える等地域事情にばらつきがある結果、保険料の統一化には至って
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し¥ないところであり、第 1の論点とも考え合わせると、広域連携によるスケー

ノレメリットと平準化し得る圏域の範囲の両者のバランスの中から地域における

最適規模が模索されることになるのではなし¥かと考えられる。

2 まとめ

ここまで市町村問広域連携の実例として、教育行政では相楽東部広域連合、

介護保険行政では沖縄県介護保険広域連合及び佐賀中部広域連合をそれぞれ取

り上げ、その運用実態等について検証してきた。事例調査を行った団体の事情

等により広域処理による効果が期待どおりではない点も一部あるものの、総じ

て、 一定の成果が上がっているものと言える O 最後に、こうした事例も踏まえ

つつ市町村間の広域連携を今後検討していくに当たっての全体的な留意事項等

を考察し、本稿のまとめとしたい。

第 1に、上記 3事例についてはいずれも広域連合方式を活用した市町村関連

携であるが、当該取組みによる効果については一部事務組合方式によっても相

当程度達成できるものであり、広域連合制度の持つ特色がイ一分に活かされてい

るとまでは言い難いのではなし 1かという点である O すなわち、広域連合制度の

特色として、①広域連合の議会議員及び長の選任方法に直接選挙が認められる

等住民による民主的な統制の度合いが強い、②単なる事務の共同処理にとどま

らず、広域にわたり処理することが適当であると認められる政策・事務につい

て広域計画を通じた共通化・一体化、連絡調整等の機能を有することが可能、

③国や都道府県から直接の権限移譲を受けることが可能、といった点が一部事

務組合制度との比較において指摘されるが、①から③のいずれについても、本

稿で、取り上げた 3-事タIjを見る限り、十分な実績が上がっているとは言い難し ¥450

4 i主夜中部広域連合においては、介護保険に関する事務のうち、介護保険法(平成 9年法律第 123号)41条 i項に規定

する指定居セサービスそ評議者の指定等の 4 部の事務について、佐賀県事務処理の特例に関する条例(平成 12年条例

第 2fj-) に基づき佐賀県よワ権限移設を受けているという実績がある。

5 もっとも、こうした状況については広犠連合制度の全殻的篠向として指摘され、留においても制度そのもののあり方
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広域処理する政策・事務の性質や範密によって当然異なるところであるが、広

域連合制度ならではの特色を活かしその効果をどのように発現させるかという

点も、同制度活用を検討するi擦には欠かせない視点と考えられる。例えば、教

職員人事権の移譲について、関係市町村間で広域連合を設置の上その受け皿を

整備していくことや6、相楽東部広域連合の事例で言えば地域住民交流に関する

事業等を広域計画上の取組みとして明確に位置づけ、広域内で広域的・一体的

な展開を図っていくことなどが考えられる。

第 2に、工 (1) ウ、 1(3) ウとも関連するが、第 1の点を踏まえつつ、現行

制度を前提に同様の取組みを検討する場合には、広域連合方式の活用を所与の

条件とすることなく、その他の広域連携の手法を含め幅広く検討する必要があ

る。すなわち、広域連合方式や一部事務組合方式を活用する場合には新たに特

別地方公共団体の設置を要し、機動的な意思決定が凶難になる等の課題も指摘

されているところ、例えば、教育行政については機関等の共同 の可能性に

ついても併せて検討してみるなど、その他の広域連携の手法も含めて幅広く比

較検討の上、各地域の実情に応じた方式が採用されることが望ましいものと考

えられる。

最後に、各市町村間の水平レベノレの調整に加え、都道府県等による広域的な

調整の重要性が考えられる O 相楽東部広域連合の場合ミ合併協議が不調に終わ

った 3町村に対し、京都府が関与する形で広域連携検討開始に向け積極的な支

援を行った経緯がある。また、沖縄県介護保険広域連合及び佐賀中部広域連合

の場合、広域連合設立の経緯に関し沖縄の事例が当初から全県的な取組みとし

て進められてきた一方、佐賀の事例では広域市町村鴎等既存の地域間のつなが

りから発展的に生まれてきた点で相違しているものの、沖縄の事例においては

沖縄県及び県町村会、佐賀の事例においては佐賀県と、広域的な組織又は団体

をめぐって検討が行われている。総務省内に設寵された地方行財政検討会議第一分科会第 3沼会議 (2010年 6月 18

日開催)、第 5沼会議 (2010年 8月 25日開催)等の議論を参照。

6 2005年 10月の中央教育審議会「新しい時代の義務教育を創造する(答申)J においても、 f当面、中核市をはじめと

する一定の自治体に人事権を移譲し、その状況やrlilUT村合併の進展等を踏まえつつ、その他の市区!IlT村への人事権移

譲について検討することが適当であるJとされている。
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による発案・調整@支援により設立に向けた動きが具体化しており、これら事

例からも都道府県等の広域団体による積j極的関与が市自了村間の広域連携に重要

な意味を持つものと考えられる O 特に、平成の市町村合併においても多くの地

域で日常生活圏の一部を単位とした合併に留まり、今なお日常生活圏域を単位

とした広域行政の必要性が残っているという現状下においては7、合併協議が不

調に終わりその際の経緯から関係市田了村間に少なからずしこりが残っているよ

うな地域も一定数存在するであろう点とも考え合わせると、都道府県等の広域

団体が果たすべき役割は決して小さなものではないと考えられる。

7 ポスト合i五二薪法時代の基礎吉治体のあり方JP4-5参照。
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兵庫県神戸市の事例



公立図書館における指定管理者制度の導入状況について

~神戸市(兵庫県)の事例~

(訪問日:2010年 11月 29日)

L 概要

公立図書館への指定管理者制度導入の動きが全国的に広がる中、比較的近年

である平成20年度から市立図書館への指定管理者制度を導入した神戸市に訪問

調査を実施。

調査の観点は、市立図書館への指定管理者特IJ度の導入に当たって、市内部で

どのような議論があり、当該議論に対しどのような対応がなされたのか、また、

どのような要因が導入に当たっての決定的事項となったか等を検証し、 i司慌の

取組を検討している他国体に参考事例を提供しようとするもの。

本調査に当たっては、神戸市行財政局行政経営課の方々に多大なご協力を民

いた。厚く御ネしを申し上げたい。なお、本稿意見に係る部分については筆者の

倍人的見解であり、神戸市の公的見解ではないことを予めお断りしておく O

2. 市立図書館の設置状況

-中央図書館:1 

・地域図書館:10 (分館 1を含む。) (東灘、灘、二宮、兵庫、北、北神(分

館)、新長田、須磨、垂水、西)

3. 指定管理者の導入状況

11図書館中、 9図書館に導入済み。平成 25年度に、更に 1図書館に導入予定

で、計 10図書館となる予定。(平成 20年度に 3図書館、平成 21年度に 4図

書館、平成 22年度に 2図書館)
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4. 指定管理者導入に当たっての基本的考え方

-中央図書館は直営。(全館的な選書、レファレンス機能、図書館システムの

管理等、各地域図書館の中心的・指導的役割を果たすとの観点から。)

-中央図書館以外の地域図書館に指定管理者制度を導入。(市民サービスの向

上と効率化を図る観点から。)

5. 指定管理者制度導入に当たっての議論

営利追求、事業の継続性、図書館ネットワークの機能確保等の観点から、市

立i認書館には指定管理者制度はなじまないのではなし¥かとの市民等からの反

対意見等。

6. 上記 5への対応

図書館法上の図書館協議会を設置(平成 20年 9月)し、多様な意見を踏まえ

ながら図書館遼常を行うことができる体制を構築。また、中央関書館を直営

として残し、司書配置拡充等により中枢機能を強化。

7. 指定管理者導入に当たって考慮した要因

隣館時間の延長や休日開館に対する市民からの強し¥要望 (従前は、 18時間館

で、祝日も休館員であった。)
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8. 指定管理者導入後の評価(外部委員を中心とする指定管理者評価選定委員会

によるもの)

H19年度 H20年度 H21年度

満足度 評{蕗 満足度 評{菌 満足度

灘 75.6弘 A 84.30見 AA 83.1弘

垂水 74.1% A 77.40弘 A 76.5弘

西 76.5% A 79.20弘 A 81.8% 

兵庫 一 81.20弘 A 84.5弘

ゴヒ 83.60見 A 81.6弘

北神(分館) 一 78.80弘 A 79.3% 

新長田 77.60弘 A 82.6% 

※AA: rAJを上回る。

A:概ね長好な管理運営がなされている。

※若干の増減はあるものの、全体的傾向として満足度は改善。なお、灘地区

における評価が大きく改善しているが、平成 21年度よりコンビニエンスス

トアを活用した 24S寺間の蔵書返却サービスを新たに開始しており、こうし

た取組が影響したものと推定。
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9. その他事項(r神戸市立図書館事業概要 平成 22年度Jより抜粋)
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(2) 事j用実緩の推移
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(3) 
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1 O.組織ー事務分
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j事例調査2-q

警護郡図書館(群馬県)の事例



市町村荷の広域連携による図書館の設置運営について

~吾妻郡図書館(群馬県)の事例~

l はじめに

平成 20年度の社会教育調査によると、組合立の公立図書館は全国で 1舘

のみとなっており、その 1館とは群馬県吾妻郡にある吾妻郡図書館で、ある。

この吾妻郡図書館は、吾妻広域町村癌振興整備組合という一部事務組合によ

って設置されており、生涯学習施設機能も併せ持つ複合的な施設(通称:ツ

インプラザ)となっている。

平成の市町村合併が一区切りを迎え、今後は市町村‘が広域的な連携手法を

活用しながら、地域住民に対して各種の行政サービスを提供していくケース

がこれまで以上に増えることが想定されるが、 i苅書館サービスについても同

様のことが生じる可能性は斉定できないものと考えられる。

そこで、全国で唯一、一部事務組合により凶書館を設置している吾妻都の

事例が参考となり得ることもあるのではなし 1かとの問題意識の下、開き取り

調査等を含む一連の事例調査を行ったものである o (本稿執筆に当たっては、

吾妻広域町村圏振興整備組合事務局の方々に多大なご協力を頂いた。この場

をお借りして厚く御礼を申し上げる。なお、本稿意見に係る部分については

筆者の個人的見解であり、吾妻広域町村圏振興整備組合の公的見解ではない

ことを予めお断りしておく 0)

2 吾妻広域町村函振興整備組合の概要

2.1 構成市町村(人口(平成 22年 8月 1S現在)、面積)

・中之条町 (18，216入、 439.3krr1) 

・長野原町 (6，124人、 133.9krr1) 

・嬬恋村 (10，390人、 337.5krr1) 

・草津町 (7，245人、 49.7krr1) 

・高山村 (4，150人、 64.2凶)
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-東吾妻町 (15，762入、 253.7knD 

2.2 広域連携の具体的手法

-複合的一部事務組合(地方自治法第 285条等)

-設置年月日:847.6.1 

・共同処理する事務

(1) 広域町村留計画の策定

(2) 広域間]判a菌計画に基づく事業の実施についての調整

(3) 消防に関する事務(消防団及び水利施設に関する事務を除く 0)

(4)福祉センターの設置及び管理に関する事務

(5) 勤労青少年ホームの設置及び管理に関する事務

(6)海の家の設置及び管理に関する事務

(7)広域町村圏計画に掲げられた連絡協議機構に関する事務

(8) 文化会館の設置及び管理に関する事務

(9)視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関する事務

(10) 中之条病院の設置及び管理に関する事務

(11)火葬場の設置及び管理に関する事務

(12)救急医療対策事業等の事務

(13)ふるさと市町村醤基金の活用に関する事務

(14) 関係町村において共有する山林の維持管理に関する事務

(15)老人福祉法の規定に基づく養護老人ホームの設置及び管理に関

する事務

(16)吾妻郡生涯学習複合施設の設置及び運営に関する事務

(17)火薬類取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化

に関する法律に規定する知事の権限に属する事務のうち、関係

町村が処理することとされた事-務

(18)介護保険法に規定する介護認定審査会に関する事務

(19) 鰭害者自立支援法に規定する町村審査会に関する事務



(20) 障害者自立支援法に基づく相談支援事業のうち指定相談事業者

への委託に関する事務

(21) 消費生活センターに関する事務

-組織図

※(吾妻広域i町村霞!振興整備組合 HPより抜粋。)

3 吾妻郡図書館の施設概要

-設置年月:平成 12年 4月

-場 所:群馬県吾妻郡中之条町

-敷地面積:13，737 rrf (生涯学習棟含む)

・建物面積:5，818 rrf (生涯学習棟含む)

・建物構造:RC造 2階(一部 3階)建、バリアフリー仕様



1F :児童コーナ一、シビックホーノレ

2F:読書室

・蔵書等:11.5万冊、そのイ也、 AV関連ソフト (CD，DVD等)9.1千タイト

ノレ、CD-ROMライブラリー、インターネット閲覧用パソコン等0

・利用者数:以下のとおり。

平成19年度

地区 メ』口 貸出冊数 地区別比率

中之条 17.252 132.459 54.9% 

東吾妻 17.189 68.386 28.4% 

草津 7.511 716 0.3% 

ノ--'-¥.ヒJ¥コh 1.806 3.859 1.6% 

高 山 4.151 14.600 6.1% 

嬬恋 10.624 5.367 2.2% 

長野原 6.499 7.744 3.2% 

その他 8.041 3.3% 

合計 65.032 241.172 100.0% 

平成20年度

地区 J人口 貸出冊数 地区別比率

中之条 17.038 131.191 56.1% 

東吾妻 16.917 64.191 27.4% 

草津 7.384 593 0.3% 

ノ叩..l..¥mEJh云、ι 1.774 2.690 1.1 % 

高山 4.160 14.731 6.3%1 

嬬恋 10.552 5.461 2.3% 

長野原 6.376 7.958 3.4% 

その他 7.159 3.1% 

合計 64.201 233.974 100.0% 



平成21年度

土也区 人口 貸出冊数 地区別比率

中之条 16.803 128.182 56.6% 

東吾妻 16.584 60.580 26‘7% 

草津 7.302 618 0.3% 

ノ一ι¥-EJコへ』 1.707 2.286 1.0% 

高 山 4.075 13.067 5.8% 

嬬恋 10.552 6.696 3.0% 

長野原 6.340 7.484 3.3% 

その他 7.747 3.4% 

合計 63.363 226.660 100.0% 

※人口は、平成四年度、平成 20年度、平成 21年度の)1慎に、それぞれ平成 20年 4月 1I~l 

現在、平成 21年 4月 1日現在、平成 22年 4月 1日現在のもの。

※中之条町と六合村は平成 22年 3月 28日に合併済み口

4 吾妻郡図書館の設置運営に係る具体的事項等

4.1 施設設置の経緯について

当初j果事業として計画されていたところ、途中で計画が変更となり、県か

らの一定の補助の下、組合が事業主体となり施設を建設することとなった。

4.2 施設の管理運営について

組合が設置した施設であるが、管理運営については中之条町教育委員会が

行っている。このため、組合にも教育委員会が設置されているが、中之条町

の教育委員が組合教育委員会の委員に就任している。教育委員会事務局につ

いても、中之条町教育委員会の職員が、組.合教育委員会の職員として兼務し

ている O



4.3 管理運営に係る予算について

管理運営に係る予算については中之条町が負担しており、その他の組合構

成 5町村に負担は発生していなし10(ただし施設建設に係る起債償還について

は、一定都合を 5町村とも負担。)

また、会議室やホーノレの使用料，収入については、組合から町へ委託料とし

て支出している。 図書購入費についても、中之条町が全額負担している。

4.4 9コ之条岡子町民以外の 51町村住民へのサービス提供について

貸し出し図書の返却について、 5町村の公民館図書室で行えることとしてい

る。また、中之条町、草津町以外の 4町村公民館図書室と吾妻郡図書館の図

定数を、 2ヶ月ごとに 1年間かけて巡回させるサーどスを行っている O

※利用する制度は異なるものの、結果として、定住自立密構想における取組の

仁iコで、|盟書館を設置していない照辺町村に対して、中心市が図書館サービス

を提供しようとする構図とほぼ類似の形となっている。
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〈吾妻郡密書館・吾妻都学習センターパンフレットより抜枠。)

po 



{参考資料等}

-吾妻広域町村留振興整備組合 HP

(註註p://www.aga-kQuiki.ipLtwin-plaza/info.h七m1)

e 吾妻郡図書館 HP

(http://www.twinplaza. ;pllibrarv/) 

-基本統計・群馬県移動人口調査 (8月)、群馬県

(http://toukei. pref.gunma. ip/toukeilidi20 1008.htm) 

e 群馬県市町村要覧、群馬県

(http://www.pref.gu加工la.ip/cts/PortalServlet?DISPLAY ID=DIRECT&NE 

XT DISPLAY ID=U000004&CONTENTS IDニ67758)

-平成 20年度社会教育調査、文部科学省

-地方公共団体問の事務の協同処理の状況調(平成 20年 7月 1日現在)、総務

省



f地方分権時代の官民連携j

(兵庫県姫路市職員研修資料)



地方公共団体における経営思IJ新の必要性

i or経営jとは?

=r事業自的を達成するために、継続的‘計画的に意思決定を行って実行に移し、
事業を管理 a遂行すること。 j

i oなぜ今、新たな公共経堂か?I

(1 )公共サービスへの新たな期持

(2)麗と地方の欝議の変色
or行政jが担うべき役害IJは、「行政jでなけれ

ば対応しえない部分に重点化o

(3)工費jとf民jの欝様変化
0民間や性民等が担いうる部分は、行政が

一定の関わりを持ちつつ、アウトソーシング。

〈ヰ)経繋資濃の苦手i約

j官民連携の各手法について(イメージ)I 

各手法の概要 ① ② ③ ④ ⑤ 民間委託の程度 導入の効果

直営方式 施設の請負工事や保守点検を民間に任せる @ 

運営の一部を民間に委託(アウトソーシング)する @ @ 

民間が整備した施設を公共が運営する @ @ @ 

運営を一括して民間に委託する(指定管理者等) @ @ 

民間が整備した施設を畏関が運営する @ @ @ 

民営化 公共は必要な許認可等を行い、喜多業は全て民間が担う @ くむ o Q) 
①;符絡やj去定点検ミ卒、仮定的産iitmでの民間総遂 ②i遂営の一部委託

③施綾の民間鐙綴 ③i選営の一括委託 ⑤官渓主事業契約なし

{各手法の適用例〕

一一 託一 問時委託等

。謹盆蚤註:法律相談における弁護士、職員の給与計算等

。民設公主主:公共事務所の費倍、一括借り上げ住宅等

。公設民営(指定管理者等):温浴施設、ごみ境却場、スポーツセンター等
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lor指定管理者制度Jとは?I
「普通地方公共密体!ま、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、
条例の定めるところにより、法人その他の毘体であって当該普通地方公共自体が指定するものに、
当該公の施設の管理を行わせることができる。 J(自治法 9244の2③)

民間事業者等が繕広く含まれる。ーーイシ※f法人その他の団体j

{期持される効果}

|(1 )管理経費の節減 i
+ 

|(2)住民サービスの向上|

盆毘の福祉を増進主盈塁的手もってその利用に供するために設置する施設

~公の施設jとは?

一

3 

(自治法 9244第①)

!0指定管理者制度の概要|

(1 )指定管理者の範囲

.:j:~定管理者は、「法人その他の自体J 0 (自治法 9244の2③)

(2)鐙定管理者の指定

-条例には、 f指定の手続J、管理の基準、業務の範囲その他必要な事項を規定。(自治法 9244の2④)) 

.:j:旨定に当たっては、あらかじめ議会の議決を経なければならない。(自治法 9244の2⑥)

寸言定は、期間を定めて行う。(自治法 9244の2⑤)

(3)撞定管理者金援盤

e奥体的な指定管理者の業務i立、 f業務の範翻」として条伊jに規定。(自治法 9244の2④)

-基本的な利用条件等の設定については、地方公共題体がf管理の基準jを条例で規定し、指定管理者は、
この基準に縫って管理業務を実施。(自治法 9244の2④)

4 
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lo指定管理者制度の概要;

(4)利用料金苦手j

-地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者i二公の挺設の利用料金を、当該指定管理者の収入として

~又受させることができる。(昌治法 9244の2③)

(5)指定管理者に対する監欝毒事

・率業報告撃の提出(昌治法 9244の2⑦)

-報告、誤査、指示(自治法 9244の2⑮)

十旨定の取消等(自治法 9244の2⑪)

i o指定管理者の導入状況(平成均年1月末)I 
〔導入状況}

“導入施設数:61‘565 (都道府県 :7.083、指定都市:5.540、市1&町村:48.942)

〔性建男IJの指定管理者数}

-株式会社総有限会社:6，762(11.0ちも)

.NPO法人 :1，043(1.7%)

-その他(監療法人、学校法人等): 3，447 (5.6%) 

畏部事業者等の合計
11，252 (18.3%) 

a財団法人・社毘法人:22，26406.2%) -公共団体“公共的団体:28，049 (45.5%) 

|Private Finance Initiative (PFI) I 

1 OrpFIJとは?I
=公共施設の設計、建設、維持管理及び運営に、畏間の資金、経営能力及び技術的能力を

活用して行う新しい手法。

lOPFIO)一般的スキーム|

(1) .sPC(特定呂的会社:Soecial Puroose Comoanv)の設立

(2) EFI契約の締結

【性能発注}

{一括発注}

(3) プロジェクト・ファイナンスによる資金調達

5 
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[PFI事業と従来手法の比較}

呈誕-*斡哲也b委長選第蓮華客

一三:ヨ詩長二こ竺トへ と三二翠還と二コ

[PFIの一般的な事業スキーム}

主主諸経重量ζ

吾輩!::t:

髭""主銭

仁三選議亘てゴ

仁翠亙二〕

仁豆雇亙コ

i 酵盤幸福誓寝苦翠霊童 j 

(rpFIアニュアルレポート(H20)資料編jより抜粋。(肉鰯府HP))

i QPFIの手続き|

(1 )毒事糞の発案(民間事業者からの発案も含む)

(2) 饗施方針の策定及び公表(PFI法 95)

(3) 特定審議の欝儲"選定、公表(PFI法 96)

(4) 民間事業者の募集、評髄 a選定、公表(PFI法 97..8) 

同協定等の締結警

(6)肇薬の饗盤、監盤整

(7)車護の終了

8 
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i QPFIの活用状況(平成20年震末)I 
~実施方針公表済みのPFI率;業の状況~

※平成2む年震来の襲撃数は339毒審議、塁審議案重量も約3兆円iこ到達。 I

※署襲撃実施主体は、麗:56署警護案、独立行政法人等:32襲撃、都道府議:フ5襲撃、!
政令指定書官帯:46署襲撃、市区町村:130事襲。 I

会署審議数ゑ等審議畿の縫喜多〈譲針〉

(;主; 診察3重量総裁ない

〈語警部連3

(rPFIアニョアルレポート (H20)!繁華菱総jより級事手o(~織的HP))

民間委託

10民宿委託の法的枠組み i
一般的には、畏法上の誘負契約(民法 S632)/準委任契約(民法 S656) 

|0民間委託の活用状況|

-従前より、地方公共毘体において犠広く活用。

く事例.図書舘運営業務〉

{大田区(東京都)] ・区立国警舘の基幹的業務を除く貸出・返却・整架整理、リクエスト等に関する業務について、
平成15年度から16舘中5館を民間企業4社とNP01団体に委託。

-また、平成16年度、平成17年度iこS館ずつ、平成18年度iこ1館を順次委託していく予定。

・この結果、国警館の運営に関する経費について、委託館1館当たり約4千万円程度の削減効薬
が見込まれており、土・日.Fl .祝ヨとも開館時間を午後7時まで延長し、図醤館利用の拡大を

図ることができた。

(総務翁HPより抜粋。)

io民間委託の範囲 i
-法令の規定上、民間委託できない業務も存在。

艦長問委託に遊さない、乃楚は、民間委託の法的可能性について壊璽な検討が必要な業務も。
10 



作長扇動に当たっての留意事項等 11

j(1 )モニタリングの在り方|

|(2)経営破綻持の援行責任の確保 i

|(3)不法行為葉任の担保に関する定め i

|(4)個人情報保護、守秘義務等の在り方 i
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r日本の地方自治(概要)J

(2010年度3学期rパブリツrク・力、バナンス論Jより)



日 の地方 治(概要)

2010年度3学期

パブリック緩ガバナンス論

1.日本の地方自治制度のあらまし

①盟と地方は別の法人格を持つ。地方自治の仕組みゃ国と地方の関係は、地方
自治法に定められている。

(②地方公共団体li，2闘である。

③地方公共包体は、公選された議員による一段制の議会を持ち、予算の議決等
のほか、法律の範囲内での立法権限を有している。

(※国は、衆議院と参議院の2院制)

④行政の執行は、直接選挙される苔長により行われている。(いわゆる大統領制)

(※教育、警察等は、行政委員会制度)

(※国の行政執行は、議院内開制)

⑤地方公共団体が担任する事務・事業のウェイトが高い。
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2.日本国憲法における地

i第8議地方自治i
自治の位置付け

ぷ条地方公共毘体の総雨び運営に関する事項iま、地方自治体旨に暴いて〉

法律でこれを定める。

(※地方自治法、地方公務員法、地方財政法、地方税法、公職選挙法など)

第93条地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会

を設置する。

②地方公共毘体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その

地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第94条地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権

能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第95条ーの地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、

その地方公共罰体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、
これを制定することができない。

3.地方自治制度(地方公共団体の種類)

人口(主主大~ふ小)位入

12576601 

5627737 

8811 166 、フ記長左府 3 2.647660 採l;;¥府)

8 i日1主97 I fC去をJ11 ~;~ 607.012 長lD1以，

3 57P 6211 絞J呉市} GH.74G ef.tj山市)

669 o03 ミ再三市 j 290.693 下関市}

':80079 '111口市 J 194 244 、甲府市)

5221 、む志内市;

i 796 与筋肉官了，

214 iこJヤ互主将 1

41 778 千代田区:

~!t之江

4 
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3 地方自治制度(都道府県 a市町村の組織〉

意義ラ設整護老議 {一議〕

旬

'fl-0)  

市の行政機縫(一銭)

3 地方自治制度(地方公共団体の構造等)

結方公共E戸訴の毒事務

(1)自治率務

rg;"会率務j とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託率務以外のものをいう。(法 S2③) 

『自治事務2の憐 長や議員の選挙、地方税の賦課徴収、学校、公盤、病院、上下水道の設盤ー運営など

(2) 法定受託撃務

5 

r;去定受託事務j とは、法権又はこれに基づく政令iこより地方公共弱体が拠理することとされる謬務のうち、

罷(都道府嬢)が本来果たすべき投割に採るものであって、題(都道府議)においてその適正な処理を特に確
保する必要があるものとして法樟又はこれに基づく政令に特に定めるもの。(法 S2⑤) 

E法定受託率務』の伊IJ:[型政選挙、旅券の交付、戸籍事務、生活保護、留の指定統計の率務(以上、国:第一号
法定受託事務)、都道府探知事選挙(都道府議:第ニ号法定受託事務)など

差FiJ.ぎ劫才公共g併の拷若

6 



選挙制度4. 

選挙期間

300!茎
( 1人忍)

比明托薮s l1 [& 

(広議ブヨック、 6~29人)

i語学芭 4-7 rg 
(都道府接、 1-ヰ人[8.)

1[g 

(全額、羽入)1

地方公共団体の職員数

立
ド
倍
怪

5. 
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持

6 留と地方の行政事務の分担

7.地方公共団体の仕事(1) 
一住民行政一

0住民基本台帳事務

住民を統一的に記録する住民基本台帳制度は、市町村が実施。

O戸籍事務

出生、死亡、親子、夫婦、国籍等留民の身分関係を記録する戸籍制度は、市町

村が実施。

O旅券事務

E本人が外国に入思・滞在するj擦の身分証明書の役割を果たすパスポートの交

付事務は、都道府県が実施。

10 



¥3 

7地方公共団体の仕事(2)
一社会福祉行政硲衛生行政一

O社会福祉行政

都道府県及び市町村は、生活保護、保育所等の児童保護、高齢者福祉、心身障

害者福祉を実施。

O社会保険行政

国民健康保険及び介護保険は、市町村が実施主体。

O衛生行政

伝染病予紡、食品衛生等の衛生行政の多くjま、保健所を有する都道府県又は

市町村が実施。また、多くの地方自治体が病院を経営。

。廃棄物行政

清掃行政は市町村が実施。産業廃棄物行政は都道府県が実施。

7地方公共団体の仕事(3)
一教青行政-

O畿務教育(小学校及び中学校)

小学校及び中学校の大半は、市町村が設置・運営。

市町村立の義務教青学校の教職員の給与は、都道府県が支給。

都道府県及び市町村におけるこれらの事務は、教青委員会が担当。

Q盤期中等教審(高等学校)

議等学校の多くは公立であり、その多くは都道府県が設置・運営。

。大学(高等教育)

いくつかの地方公共団体は、公立の大学や短期大学を設章・運営。

Oその強

11 

地方公共毘誌は、幼稚箆を設置したり、私立学校を監督 a支援したり、社会教育等を

実施む〈一挙公立習書館行政はここに位霊づけられる白)

12 
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金墾霊童

ア地方公共団体の仕事(4)
一治安醤消防一

警察行政は、そのほとんどすべてを都道府県が実施。
(戦前は中央政府が護法実施。)

都道府祭には、公安委員会と警察本部があり、その下に警察署、派出所、駐在所
が設意。特に派出所は「交番jとして地域に殺しまれる存在。

警察本部長や警察本部のよ毅幹部は、警察庁長官が怪命する国家公務員。

金準監

;割方、救急搬送等の消妨行政は、そのほとんどを市町村が実践。
(戦前は国家消防として警察が担当。)

7.地方公共団体の仕事(5)

一社会資本一

0地方公共団体は、都市計画や関連する整備基本計画を定め、各種都市施設
の整備、面的開発舗造成事業等を推進。

0具体的には、道路の建設・改良、河川や港湾の管理、海岸保全、公営住宅の

建設・管理、都市計画の決定、下水道、街路、公爵などの整備。

0これらの仕事のうち、広域にわたるもの、大規模なものは都道府県が、それ以外

のものについては市町村が担当。

oc例)道路の場合

道路には、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道の4種類有り。
その総延長は100万kmを超えているが、国道はその1害IJ未満。

さらには、それらの留道の多くは都道府県が管理。

13 
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7 地方公共団体の仕事情)
一産業振興一

。地方公共団体は、農業、林業、水産業、商業、工業など、橋広い産業振興

行政を実施。

0農林水産業については、消費者への農産物などの安定した供給等のため、
各種の計画を策定、指導を実施。また、田畑の改良、新技術開発、特産物

の開発を推進O

0商工業については、各種の融資や指導を実施するほか、新技術の開発や、
工業団地や工業用水の整備などを実施。

4)消費者行政も実施。

15 

8.地方財政(国と地方の役割分担)

さ製択 i 陣11 話題
.. 
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3 地方財政(菌と地方の財源配分)

塁塁絞め怒言語〈認を義喜詮霊議官8ヰ.7重量汚)

("主H誌を事議室筆中であり、議壁書する議会があるa

〔注}捻方寄託にi立、五蓋i盈襲撃後ゑび後主主外務室蓄率ず、稔方法人絡協

露童与を設を重量むω

E整役には‘地方法人終主主主誌を苦言ない凶

@続議配分の推移

92. 2兆円 B 

84. 7兆円

72.1兆円

72. 0兆円

52. 7兆円

(51.i%) 
39、S兆p1

(42.9%) 

38. 9~名門
(45.9%) 

34. 4兆円
(47.7%) 

33. 8諮問

(47‘O警告〕

(l主}告患フ宣言金i二i手、経i益変n量3えび主査長室外総を百きまず、ま憩'1H訟人終議選後与毒誌を世主む¢

E豊後i二i立、 t遠方法人守勢露毒殺膏脅'よないむ

0慢と地方の税源配分と畿終支出の間
に大きな隔たりが存在。

8.地方財政(歳入)

0地方公共思体の歳入のうち、地方税は約4害IJを志め、そのほかでは、地方交付税、

国庫支出金及び地方債が主な歳入となっている。

E議λ決算額の構成比];

地方税 地 方 地方特欝 その他
交付説 5討す金等

純計

都道府捺

市HlJ村

主)路長室支出fきには、交透安全対策?等書j交付金設000苦言後世主施設定率所在市街将効成交付金老含む。

18 
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